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本報告書は、平成 30 年 1 月 31 日に京都国立博物館へ国立文化財機構の文化財防災ネットワーク推進

室併任のメンバーが集合し実施した、各施設配属のアソシエイトフェローによる研究成果・作業成果報告

会の内容をまとめたものです。

平成 26 年度の途中から始まった「文化財防災ネットワーク推進事業」はすでに 4 年目に入りました。

この間、国立文化財機構の４博物館と２文化財研究所に配属された 10 人を超える若きアソシエイトフェ

ローたちは、多岐にわたる課題に取り組み、着実に事業に貢献してきました。

「文化財保護」という大きな課題に対して、それに必要な技術や知識のすべてを身に付けるには、長い

年月この分野での仕事に従事し、様々な体験を積むことが必要だと考えられがちです。しかし実際には、

長い経験を持っていても、地域に伝わる文化的な資源の価値をその地域の人々と語り、同時に物理的な保

全の方法について適切な判断もできる、という人材はそれほど多くはありません。さらに、保護のための

制度として機能している日本の「文化財」は、行政的な保護体制についての理解を持たなければ、社会的

な活動として認知されないという重要な要素があります。

「文化財防災」は、自然災害によって地域の住民のみならず時には博物館の学芸員など文化財に関わる

同業者とその家族の生命・財産をも奪われる過酷な状況に対して、被害をどのようにして防ぎ、不幸にし

て被害を受けた場合にはどのようにして迅速かつ効果的な救援の作業を実施するかという、文化財保護の

中でも厳しい内容を持つ仕事です。

様々な専門を持つアソシエイトフェローたちは、確かに文化財における経験は浅いものの、上記の課題

をよく理解しつつ、この総合的な取り組みに挑戦しています。今回の研究会を通して、地域防災のための

ネットワーク構築、地域の文化的資源のリスト作成、被害を受けた文化財の保全処置に関する研究などが、

個別のものとならず、全体をトータルとして完成されるであろうことを確信しました。

なお、今回はゲストとしてイタリアからローマ第３大学建築学部教授のカミッロ・ヌティ先生をお招き

し、イタリアにおける文化財防災の取り組みについてご紹介をいただきました。記して感謝申し上げます。

独立行政法人国立文化財機構

文化財防災ネットワーク推進室長

岡田 健
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〔凡例〕

・ 本報告書は、文化庁「平成 29 年度美術館・歴史博物館重点分野推進支援事業」の一環として実施した

文化財防災ネットワーク推進事業「文化財防災体制構築に関する研究会　文化財防災ネットワーク推進

事業アソシエイトフェロー研究成果発表会」の記録をまとめたものである。

・司会は岡田健（文化財防災ネットワーク推進事業）が担当した。

・ 編集は、井上素子、内藤百合子、岡田健（以上、国立文化財機構文化財防災ネットワーク推進室）が担当した。
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【司会】それではまず、東京文化財研究所の内田さん

からスタートします。

【内田】東京文化財研究所（以下、東文研）の内田と

申します。おはようございます。

平成 29 年度の東文研の活動の内、私は主に２つの活

動に関わらせていただいております。１つが、博物館関

係施設、東文研が担当しております北海道、東北ブロッ

クへのヒアリング。もう１つが、津波被災資料に関する

保存科学的な調査・研究。本日は今年度の調査研究の成

果として『保存科学』57 号（平成 30 年３月末日発行予定）

に投稿いたしました報告「津波被災紙資料の洗浄水の分

析－塩化物イオン濃度と細菌数－」についてお話しさせ

ていただきます。実験条件などの詳細は『保存科学』中

に記載しておりますので、ご興味ある方は是非そちらを

ご参照していただければと存じます。

まず研究背景についてです。東文研では岩手県立博物

館（以下、岩手県博）と、ここ数年一緒に研究させてい

ただいております（図１）。岩手県博では 2011 年の東

日本大震災以降、ずっと現在まで継続して津波被災資料

の安定化処理を続けていらっしゃいます。しかし続けて

いる中で、いくつか問題点が挙がってきているというお

話を伺いました。まず１つ目が、安定化処理を終えた資

料から異臭が発生して困っている。それで、せっかく処

置を終えたものから異臭が出ているということで、では

どこまで本当に処置すれば安全なのかが分からない。ま

た、処置を終了するという目安を現在は塩化物イオン濃

度を基準としているのですけれども、では塩化物イオン

を本当はどこまで抜いたら良いのだろうか、といったこ

とを岩手県博の方で問題にしていらっしゃいました。そ

こで岩手県博の協力を得まして、東文研でその原因究明

のための研究を進めております。去年までの研究成果と

致しまして、この異臭の原因として、汚泥由来の有機物

質の嫌気性発酵というものが１つ推定されました。そこ

で今年度は、この嫌気性発酵という点に着目した研究を

行いました。

少しだけ、安定化処理工程について簡単に説明させて

いただきます。ただ、ご留意いただきたいのが、安定化

処理と言いますのは、日々良い方向へ、良い方向へと改

善されている方法なので、あくまで今日ご紹介させてい

ただきますのは、岩手県博で 2017 年６月時点、陸前高

田市立博物館から来た資料群に対して行っていた処置に

なります（図２）。最初に乾式での泥落としを行うので

すけれども、この乾式での泥落としという工程は、山形

県の東北芸術工科大学で真空凍結乾燥を行った後、山形

文化遺産防災ネットワークのボランティアさん達の手で

行われています。そうやって、泥が落とされた資料が岩

手県博の冷凍庫に運び込まれるという流れになります。

そして、岩手県博で安定化処理をするということになり

ますと、冷凍庫から出された資料は解体されて、不織布

で１枚ずつ包まれます。通常ですとこの次に脱脂工程に

進むのですが、今回の調査では特別に脱脂の前に一次洗

浄と言って、最初に水道水に一晩つけ置くという作業を

加えていただきました。理由は後ほど説明させていた

だきます。脱脂というのは、洗剤を溶かした水温が少し

高めの水道水に資料を一晩つけ置くという工程になりま

す。本調査では、一次洗浄の後に脱脂を行いました。次

に脱塩です。先ほどの一次洗浄と同様で、資料を水温が

少し高めの水道水に漬け置くという作業を何回か繰り返

し、基準の塩化物イオン濃度を下回りましたら最後に超

音波洗浄機に入れて、精製水で 10 分間超音波洗浄をし

た後、乾燥段階に入ります。なお、水温を高めに設定し

ているのは脱塩効果を高めるためとのことで、水道水の

温度は蛇口で調節していました。乾燥室でしばらく乾燥

させた後、常温で重しを乗せてプレス乾燥という流れに

なります。今回サンプリングさせていただいたのは、こ

の一次洗浄から脱塩間の工程の洗浄水になります。

調査方法とサンプリング試料について、説明させてい

だきます。今年度の６月と７月の２回、岩手県博で現地

調査を行いました。６月の調査では、安定化処理を行っ

ている水槽の水温と溶存酸素量のモニタリングと試料の

サンプリングを行いました（図３）。具体的に言いますと、

津波被災紙資料洗浄水の分析

―塩化物イオン濃度と細菌数―

内田 優花　　（東京文化財研究所アソシエイトフェロー）
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６月に１週間ほど私が盛岡に泊まり込んで、毎日岩手県

博で行われる安定化処理作業を見学させていただき、ど

んなことをされているのか、どんな状態になっているの

か現状調査させていただいたということになります。な

ぜこの２つを調べたかと申しますと、溶存酸素量という

のは文字の如く、水の中に溶けている酸素の量になりま

す。この水槽の中に微生物が繁殖いたしますと、溶存酸

素量が下がるという現象が起こります。ですので、資料

を漬けている水槽の中に微生物が増えているのかどうか

確認するために、この値を測定いたしました。また水温

につきましても、微生物が繁殖しやすい温度というのが

存在しますので、水槽の中が微生物にとって育ち易い環

境になってしまっているのかどうかを確認するために、

水温もモニタリングいたしました。並行して、洗浄後に

資料から自重で落ちた洗浄水ですとか、水槽の上澄みの

水というのをサンプリングいたしました。サンプリング

した資料群はこちらに示しております（図４）。AD と

いうのはアフタードライクリーニングということで、乾

式の泥落としを行った後の資料群。これが一般的に岩手

県博で普段安定化処理を行っている処置群です。こちら

の AT、アフタートリートメントというわけで、一度過

去に水のみの処置を終了したけれども、だんだんと異臭

を発するようになったという異臭資料群です。

７月の調査では、試験的に例えば常温の水道水を使用

して、かつ水漬け時間を短縮しても脱塩作業を完了でき

るのではないかと考え、いつもとは違う方法で安定化処

理をやっていただき、試料のサンプリングを行いました。

ただ、資料群に関しましては、先ほどと一部異なってお

りまして、BD、ビフォアドライクリーニングというこ

とで、乾式の泥落としを行っていない、泥がすごくたく

さんついている、本当に被災地からレスキューしてきて

そのまま冷凍庫に入れましたという資料群と、こちらは

６月と一緒で AT、アフタートリートメントということ

で、一度処置はしたけれども異臭が発生した資料群とい

うことになります（図５）。

では６月の調査結果に移ります。水温と溶存酸素量の

測定結果をスライドに示しています（図６）。処置の１

日目、２日目、３日目、４日目のグラフになります。下

の線が溶存酸素量なのですけれども、３日目と４日目を

見ると真っすぐになってしまっているのがお分かりいた

だけるかと思います。洗剤の中にセンサーを突っ込むと

いう荒技をしてしまったせいか、センサー不良が起こっ

てしまったことが推測されるという残念な結果になって

しまいまして、予想しましたように微生物が発生して溶

存酸素量が減るという結果を今回得ることはできません

でした。一方、上の点線で表す温度に着目しますと、赤

で示した細菌が元気に育つ約 30 ～ 37℃の発育至適温度

帯が毎日約８時間続いているということが今回のモニタ

リングから分かりました。というわけで、溶存酸素量か

ら言えることは残念ながら無いのですが、水槽の中で微

生物が繁殖しやすい温度が約８時間、毎日続いていると

いうことが分かりました。

続きまして、サンプリングした洗浄水に存在した細菌

数と塩化物イオン濃度の測定に移ります。実験方法、条

件はスライドの通りです（図７）。塩化物イオン濃度の

測定をするに当たり、試料に洗剤が入っていますと機器

の故障につながってしまうため、洗剤が混入していると

思われる脱脂後と脱塩１回目後の試料については、塩化

物イオン濃度の測定を行っておりません。測定を行えな

いことが分かっていたので、洗剤を入れる前の第１の工

程というのを岩手県博にお願いして、一次洗浄として入

れてもらいました。

まず細菌数の結果です。６月調査時にサンプリングし

た試料、つまり従来の安定化処理での結果を表したグラ

フになります（図８）。やはり一晩水につけ置くことで、

細菌数の増加というのが確認されました。この脱脂段階、

洗剤には殺菌作用もあるわけですので、１回ここで細菌

数が減りました。でもその後やはり一晩、二晩と水に漬

けている間に、また増えてしまうという傾向が確認され

ました。また、もう少し細かいスパンで確認したかった

ので、この AT 資料に関しましては水に入れてから 15

分ですとか１時間、２時間、３時間程度で、水槽の上澄

み水をサンプリングいたしまして、細菌数を調べてみま

した。そうしますと、実は３時間程度ではそんなに細菌

は育ちませんでした。

こちらは、７月の調査時、つまり試験的処置方法を試

みた時にサンプリングした試料の結果です（図９）。残

念なことに、試験的に常温の水道水の使用、水漬け時間

の短縮ということを試みたのですが、細菌数の増加はや

はり確認できてしまいました。これについては、今後の

課題です。１つ想定されることとしましては、資料群が

泥つきの資料であったということで、やはり泥があると、

細菌が増える原因に関わってくるのではないかと考えて

おります。

続きまして塩化物イオン濃度の結果に移ります。ま

ずは６月の従来の安定化処理方法の結果です（図 10）。

AD-2 は最初の一次洗浄後、やや大きめの値を示しまし

た。この後、測れていない２段階がありますけど、脱塩

２回目後になると、ほとんど水道水と同じ程度まで塩化

物イオンの濃度が下がる。最後に精製水で超音波洗浄を
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することで、水道水よりも低い塩化物イオン濃度まで下

がっていることが分かります。また異臭が発生した資料

に関しましてはやはり一度水を通っておりますので、最

初の段階から塩化物イオン濃度はとても低いということ

が確認できました。先ほどと同様に一晩漬けるのではな

く、もっと短い時間ではどのような挙動を示しているの

かというのを測定した結果が右の表になります。最初の

15 分以降、特に変化は見られませんでした。こちらの

結果から、もしも塩化物イオン濃度だけを下げたいので

あれば、この資料群でしたら 15 分、かかる時間は対象

資料によりますが、少なくとも一晩水に資料を漬けて置

く必要はないということが言えるかと思います。

７月の試験的処置方法の結果です（図 11）。まず泥つ

きの資料というのが、桁違いに塩化物イオン濃度が高

かったというのが分かります。このことから、泥はやは

り最初に落としておいたほうが良いだろうということが

言えます。異臭が発生した資料に関しましては６月の調

査結果と同様に、最初から塩化物イオン濃度はかなり低

い値を示しております。以上より今回処置した資料群に

つきまして、細菌数に関しましては試験的に行った方法

でも細菌の発生が確認できてしまったのですが、塩化物

イオン濃度に関しましては常温の水を使用して水漬け時

間と回数を短縮しても、脱塩工程を完了することが可能

であるということが分かりました。

まとめになります（図 12）。６月の調査では従来の安

定化処理方法を確認させていただきました。そこから分

かったことと致しまして、最初の水温を高めに設定した

場合、細菌がとても育ちやすい温度というのが約８時間

続くということが分かりました。また資料を一晩など長

時間水に漬け続けることで、細菌数が増加してしまうと

いう傾向も確認いたしました。一方、従来の方法に対し

て試験的に水道水の温度を低くする、処置時間を短くす

るという方法を試みた７月の調査におきましては、残念

ながら細菌の発生は確認されてしまいましたが、塩化物

イオン濃度に関しましては、今回のような条件でも脱塩

が可能であるということを確認いたしました。

そこで今回の結果から言えることと致しましては、ま

ず現在までの安定化処理というのは紙資料に含まれる津

波由来の塩化物イオンの除去ということに重きが置かれ

てきました。脱塩作業というのが資料のために大事であ

ることは変わりませんが、水に漬け続けることが紙資料

への微生物被害の発生に繋がる可能性があるということ

に関しましては、留意していく必要があるのではないか

と考えます。

今後の課題です。課題はたくさんあるのですけれども、

今直近の課題と致しましては、この７月調査の時に試験

的な方法で処置した資料から、乾燥中に異臭が発生する

という事態が起こってしまいました。原因として資料の

乾燥時間が関係しているのではないかということが推測

されましたので、資料乾燥室にデータロガーを設置いた

しまして、温度と相対湿度を測定いたしました。そうし

ましたら平均相対湿度が 66％でした。60 ％から 80 %

で大変大きく振れてしまっていることがグラフから確認

され、いくら乾燥状態を保っている乾燥室でも、濡れた

資料を一度に大量に入れることで、湿度が一気に上がっ

てしまう。それで、湿度が下がるまでに結構時間がかかっ

てしまうという状態にあることが分かりました。今後は

この乾燥時間というものにも留意して、現場と話を詰め

ていかないといけないのかなと考えております。

数年に渡って研究させていただいているのですが、結

果がなかなか得られず、難しい問題だと痛感しておりま

すが、現状で分かったのはここまでになります。以上で

発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。

【岡田】はい、ありがとうございます。後でまとめて

質疑応答をすることにしたいと思います。これは、『保

存科学』か学会発表かに載っているのですか。

【内田優花】今年度の『保存科学』57 号に投稿いたし

ました。査読も通りましたので、４月にはネットで読め

ることになります。

【岡田】はい、分かりました。ご苦労さまです。
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【司会】それでは次は東京国立博物館の宮田さん、お

願いします。

【宮田】東京国立博物館、文化財防災ネットワーク推

進室アソシエイトフェローの宮田です。東京国立博物館

（以下、東博）で行っている被災文化財の安定化処理に

ともなう劣化診断に関する調査研究について、被災文化

財の安定化処理技術開発や修復研究の作業工程ごとの状

態確認のために私が担当した、Ｘ線 CT スキャナーによ

る調査記録と、被災文化財の安定化処理、修復作業の効

率化や処置の必要性確認のためのＸ線 CT スキャナーを

用いた各劣化症状診断の調査研究事例をご報告いたしま

す。

現在東博の保存修復課の修理技術者のグループが中心

となってアクリル画、油彩画、漆器の安定化処理技術開

発を行っております。今回は主に CT による内部調査を

行った、陸前高田市立博物館所蔵の被災漆器を基にした

安定化処理技術の開発研究についてのご報告をメインに

いたしますが、その前にアクリル画と油彩画の現在の状

況について、ここでは私が代表して簡単にご説明いたし

ます。アクリル画については、ゲル剤を用いた処理を経

てブロッティング法と呼ばれる、紙作品をクリーニング

する技法を応用した処理方法を研究しています。ゲル剤

を用いた安定化処理というのは、ゲル剤を作品に当てて

塩分を溶出し、吸着させるという方法で、ブロッティン

グ法というのは水を作品表面に噴霧し、綿布、キャンバ

スを十分に湿らせた後に、その濡らした吸い取り紙で湿

布を行って塩分を吸着させる方法です。現在この２つの

方法を行って、今後の見通しが少し見えつつある状況で

す。

油彩画についてはキャンバスの下地塗り・絵具のバリ

エーションが多種多様にあり、地塗りだけでも、合成樹

脂を含むものであれば耐水性がある、油性、水性のもの

は比較的水に弱いなど、様々な症状があるため、今後も

素材の組み合わせにごとに研究を進めていく予定です。

こちらがアクリル画のブロッティング法の実験作業風

景です（図１）。右側がろ過水で湿らせた吸い取り紙を

キャンバスの裏面に敷き詰めて、塩分や汚れが溶け出た

水を吸着する様子です。こちらが油彩画サンプルを作製

してCT調査を行った画像で、右側がそのCT調査を行っ

たものの３D 画像です（図２）。現状、CT の撮影では絵

具層のひび割れ等の劣化状況は確認できますが、塗り重

ねの層構造などは、顔料がＸ線を通しにくいことや、層

がとても薄く、隙間がないことが影響し、確認が難しい

状況です。絵画作品へのＣＴの使用は撮影方法の工夫や、

より細かく確認できる機材を用いるなど、今後も研究が

必要になっています。

次は漆器の安定化処理技術開発についてご報告しま

す。現在脱塩処理方法を 2 通り研究中で、漆器の塗膜の

保護と形状変化を防ぐため、漆器を石膏で覆い水の中に

浸漬させて塩分を溶出させる石膏法と、紙の修理で用い

られる技術で、すでにアクリル画の安定化処理に適応さ

せたブロッティングを応用し、露出した木部に、水を含

ませた濾紙と高吸水性樹脂シートを数度交換して脱塩処

理を行う湿布法と呼ばれるものを研究中です。

まず、平成 27 年度に行った研究の結果をご報告しま

す。こちらが石膏で作品の表面を覆った後に水に漬けて

行う石膏法の結果です。左側が脱塩処理前の状況の CT

による３Ｄ画像、中央が処理後、右が修理を行った後の

３Ｄ画像です（図４）。

そしてこちらが脱塩処理前と修理後の画像を重ね合わ

せたものです。黄色が修理前、脱塩前です。赤が修理後

になっていますが、若干、形状がゆがんでいるというこ

とが確認できます（図５）。

この結果を受けて、今年度の作業の工程ごとにＣＴ撮

影をし、状態を確認することにしました。

まず先ほどの石膏法を詳しく説明します。資料全体を

雁皮紙、麻布の順番に貼り込んで乾燥させ、全体を石膏

で覆います。その石膏を覆ったものを水道水に入れて、

ポンプを入れて水を流動させながら漬けておきました。

こちらは数日おきに水を入れ替えています。その後、水

に溶出する Cl イオンの数値を指標に約３週間で浸漬を

被災文化財の安定化処理及び劣化診断に関する研究

宮田 将寛　　（東京国立博物館アソシエイトフェロー）
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終えて乾燥をさせています。こちらが処置前の画像と処

置中の画像です。雁皮紙を貼り込み養生している様子（図

８）、こちらが麻布を貼り込んでいる様子です（図９）。

その後に石膏で覆って乾燥をさせています（図 10）。

こちらが容器で水に浸漬させている様子です（図

11）。水を入れ替えた段階で物を出してみたところ、石

膏が薄かったこともあるのか、この段階で少しヒビが

入っています（図 12）。こちらが２回目の水替えです。

右上の水の色を見ていただければわかる通り、もう石膏

が水に溶け出しています（図 13）。こちらが３回目です

（図 14）。こちらが４回目（図 15）。この４回目の段階で

溶出するイオン数値の変化が少なくなり安定したのを確

認したため、乾燥に移りました。こちらが養生を外した

脱塩処置後の椀の写真です（図 16）。

こちら、石膏を外す段階で若干、塗膜が剥離している

様子です（図 17）。こちらが CT で工程ごとに記録した

ものです。こちらが処置前（図 18）、こちらが麻布で養

生した後です（図 19）。少し画像が見づらいですが、こ

ちらが石膏で覆った後の様子です（図 20）。

この段階で、左下角の部分に石膏が入り込んでないこ

と、椀の内側に石膏の浮きが確認できます。これは石膏

で覆ってしまうと内側の様子が確認できないので、こう

いった調査に CT が非常に役に立ちます。こちらが浸漬

の途中段階です（図 21）。もうすでに椀の縁の石膏が取

れており、内側に水が入り込んでいくのが確認できま

す。こちらが縁の部分の外れている状況です。水揚げ後、

乾燥前の段階です。既に上の部分が外れています（図

22）。こちらが乾燥後で（図 23）、こちらが石膏除去後

の様子です（図 24）。

それぞれ椀の縁の部分のサイズを計測しました（図

25）。処置前の段階では、この端から端までは 108.4㎜

でしたが、浸漬途中、水を含んだ段階で木部が膨張し、

112.9㎜、おおよそ 4.5㎜ほどサイズが大きくなっていま

した。石膏が外れた原因の一つとして想定されます。こ

ちらが処置を終えて乾燥をさせたもので、109.3㎜。処

置前と比べると約１㎜大きいですが、これはまだ内部に

水分を含んでいるということが考えられます。現在まだ

乾燥途中で、３月にまた計測を行う予定です。

続いて湿布法です。石膏法で確認された変形、膨張の

可能性を回避するため、できる限り水に漬けずに行う方

法を取ったものです。雁皮紙を、塗膜が剥落し木部が露

出している部分に貼ります（図 28）。その後に養生の上

から水道水を噴霧して、資料に沿ってレーヨン紙を貼り

付けます（図 29）。その後、高吸水性樹脂シートを用い

て水分を吸水、水分とともに塩分も吸着させる方法を

取りました（図 31）。こちらが CT 撮影の結果です。脱

塩後の塗膜の動きはほぼ見られず、安定した処置がで

きるようになっています。こちら、処置前は 108.9㎜で

（図 34）、処置後は 108.7㎜とほぼ変化がありません（図

38）。また、麻布湿布をする段階で、段差がある部分で

は木部に密着させることができていないことが確認でき

ました（図 37）。

石膏法については石膏で覆った後の作業工程が少ない

ため、一度に多数の資料を処置することが可能ですが、

デメリットとして、処置中の内部が確認できない、浸漬

乾燥後の石膏除去時に塗膜が剥離する可能性があるとい

うことが技術的な面でわかり、それに加えてＣＴでの分

析から、処置による木部の変形が大きいということ、養

生による塗膜の押さえ込みが均等にできていないことが

分かってきています。

湿布法では、塗膜の様子を見ながら作業を加減できる

こと、１回の湿布の処置ごとに塗膜の剥落止めを施すこ

とができるため、資料に安全に処置を行うことが可能で

す。ただ、工程ごとに手作業が入るため、資料を一度に

多数処置するのが難しいということが修理技術者とＣＴ

による内部分析からわかってきています。

これまでの結果により、安定化処理技術開発や被災資

料の安定化処理の事前調査に CT を使用し、修理技術者

と安全で有効な脱塩処置方法を検討する上で CT スキャ

ナーが有効に活用できることがわかりました。しかし、

まだ未処理のまま残されている分野、被災資料も多くあ

り、今後さらに起こるであろう災害時についても対応し

ていかなければならないと思います。被災資料を撮影し

た場合、どのような結果が得られるかを想定し、状況に

応じて CT 撮影の有効性を判断できるようにするために

今後も様々な研究を行い、データを蓄積して研究を進め

る必要があると考えます。以上です。ご清聴ありがとう

ございました。

【司会】はい、ご苦労さまです。
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図３ 図４

図５ 図６
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図７ 図８

図９ 図 10

図 11 図 12
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図 17 図 18
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図 19 図 20

図 21 図 22
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図 25 図 26

図 27 図 28

図 29 図 30
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図 31 図 32

図 33 図 34

図 35 図 36
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【司会】次は奈良文化財研究所の松崎さんです。

【松崎】それでは発表をさせていただきます。奈良文

化財研究所の松崎と申します。私からは、「文化財関連

分野における動物標本の現状と課題」というタイトルで

お話をさせていただきます。

はじめに少しだけ、私自身のことをお話させていただ

きます。私は今、防災ネットワークで標本関連のことを

担当させていただいていますが、もともと自然史の研究

をやってきたというわけではありません。ただ、全く無

関係だったわけではなく、専門は動物考古学で、遺跡か

ら出土する動物の骨とか貝殻とか、そういうものを分析

することで過去社会における動物利用を明らかにすると

いうような研究を行ってきたので、日頃から標本を扱う

ことが多かったということがあります。

遺跡から出土する動物の骨や貝殻というのは、埋蔵文

化財とも言えるわけですが、一方で過去における生物、

人の動きが少し関わってくるので絶対というわけではな

いのですけれども、何千年前とかそういう時代の動物相

や生態系といったものと関連があるので、自然史標本と

しての価値も持った資料であると言えます。そういうこ

とで、タイトルでは遺跡出土標本と現生標本というよう

に分けて書きました。今回はこれまでおこなってきた活

動のうち、歴史博物館や地方自治体等における、現生標

本の所在調査というところを中心に、お話をさせていた

だきたいと思います。

そもそも自然史標本とは何かというところからなので

すけれども、自然史標本とは動物、植物、化石、岩石、

鉱物など、自然界に存在するあらゆるものが対象になる

と言われています。この動物の中には、鳥類や、昆虫、

貝類と非常に様々なものを含んできます。つまり一口に

自然史標本と言っても、非常に多岐に亘るものが含まれ

ているということになります。自然史標本の中には、自

然史研究に用いる標本や、博物館等の展示や教育活動な

どに使用される標本などがあります。狭い意味で言うと、

自然史標本というものは自然史研究に用いる標本のこと

を指しているのだと思いますが、広い意味では、展示を

はじめとして様々な目的に使用される標本というのも含

まれてきます。

これから東日本大震災における事例を踏まえつつ、説

明をしていきたいと思います。2011 年の東日本大震災

では文化財等の救援事業が行われてきたわけですけれど

も、このときは、皆さんもよくご存じのことだとは思い

ますが、沿岸部を中心に津波によってものすごく大きな

被害を受けました。博物館丸ごと、収蔵庫が津波に襲わ

れてしまうというようなこともありました。そのような

甚大な被害を受けて、文化財レスキューでは国や地方等

の文化財指定の有無にかかわらず、多岐に亘るジャンル

の資料を対象とした活動が意識されていました。実際、

自然史標本は、天然記念物などの一部を除いて今の文化

財保護法の枠組みの中には含まれていないので、なかな

か認識されにくいものではあるのですが、当初から救援

対象として明言がされておりました。

結果として様々な分野の専門家の協力によって多種多

様な被災資料が救出されたわけですが、一方で問題もあ

りました。やはり文化財レスキュー、文化財というと、

美術工芸品や考古、歴史資料というイメージがどうして

も強く残ってしまいます。また、文化財レスキューの実

施要項において自然史標本を含むことが必ずしも明確で

はなかったという指摘もありました。こういうことが

あったために、自然史系の研究者から標本レスキューの

必要性、標本も重要なものだからレスキューしなければ

いけないということが強く訴えられてきたという経緯が

あります。

標本レスキュー活動を行ってきた方々にお話を伺う

と、やはり自然史博物館や学芸員同士の横の結びつきと

いうものが大きな役割を果たしたと話される方が多かっ

たように思います。例えば、学芸員ネットワーク・い

わてや西日本自然史系博物館ネットワークなどが、メー

リングリストなどで情報を共有して、全国で標本のレス

キュー活動、安定化処理等を行ったということがありま

す。

文化財関連分野における動物標本の現状と課題

－遺跡出土標本と現生標本を中心に－

松崎 哲也　　（奈良文化財研究所アソシエイトフェロー）
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そしてもう１つ、博物館では所蔵標本目録が館報や紀

要といったかたちで刊行されていたり、最近だと所蔵標

本のデータベースがインターネット上にアップされてい

たりして、どういう標本があるのかということを確認で

きます。さらにそれらを統合した横断検索データベース

というのもいくつか公開されていて、情報の共有化が進

んでいると思います。

ここで一つ例を挙げると、サイエンスミュージアム

ネットというサイトがあります。このサイトの自然史標

本情報検索では、全国 100 館以上の自然史系の博物館

や大学の博物館等に所蔵されている標本を、全部という

わけではないのですけれども横断検索することができま

す。こういったサイトを活用することで、誰でもどこに

どういう標本があるのか確認できるということが、何か

あったときに非常に効果的ではないかと思います。

一方で、文化財関連分野における現生標本はどうなの

かというと、外部に存在がほとんど知られていないとい

うことがあります。その要因として挙げられることが、

まず文化財担当者が標本を扱う機会がほとんどない、そ

して標本の価値や管理に対する認識が不十分であるとい

う指摘がされております。

このような状況にあるので、今後災害が発生したとき

にレスキュー活動で一番人員が多いのは、歴史系、考古

系の文化財を扱う方たちですけれども、その分野の方た

ちが標本の重要性というものを十分認識出来ていない

と、被災現場でこれは救出すべきものではないと判断を

してしまう恐れがあります。そうすると救出されない、

抜け落ちてしまうだけでなく、将来への標本の継承も困

難となる恐れということが考えられます。

そのため、所在情報を収集して共有するとともに、標

本の価値を広く伝えることが重要ではないかと考えてお

ります。先ほど話したように自然史博物館などではイン

ターネット上にある程度情報が公開されていたり、標本

目録が刊行されていたりするのですが、文化財関連の施

設では標本の情報はほとんど外に出ていなくて、どれぐ

らいあるのかすら分からない。そこで、歴史博物館、埋

蔵文化財センター、大学・研究機関など、いわゆる文系

の施設が所蔵している現生標本がどれだけあるのかとい

うことを調査しました。

ただ、そもそもどこに何があるのかというのが分から

ない状況なので、私が主に扱っている動物標本を事例と

して扱うことにしました。なかなか文化財関連分野だと

そういう情報を抜き出すのが難しいので、今回は動物考

古学に関わる人たちを中心に、発掘報告書や、論文等の

記載を元に標本をこの人は持っているだろう、この施設

は持っているだろうというところを探し出して、その

方々にお願いして標本の所在調査をさせていただきまし

た。

現在までに 22 カ所で調査を実施しました。調査の内

容は、どういう標本があるのか、どれぐらいの数がある

のか、どのように保管しているのかというところになり

ます。目録を作成していないところも少なくない状況な

ので、１つ１つメモを取りながら、調査を進めていきま

した。

その結果ですが、歴史博物館や埋蔵文化財センター、

大学・研究機関、あとは分析会社が所蔵している標本が

22 カ所中９カ所ありました。そのうち目録を作ってい

るところが 7 カ所あって、４カ所が外部に公開をしてい

ます。一方で、今回調査をして重要なところかなと思っ

たのが、個人の標本が 22 カ所中 13 カ所にあったとい

うことです。この中には当初、施設の所有物かと思った

ものが、実はよく聞いてみると個人の標本だったという

ところが結構ありました。こちらのほうが割合は多いで

す。標本は日常の業務や研究で使用するものなので、そ

の個人の研究者が所属する施設内で保管をしていたと

いうことです。この 13 人の内７人が個人的に標本目録

を作成していて、１名が公開していました。実は、個人

の標本の中にも貴重なものがあるのですが、様々な理由

から施設の所有物として登録できない事情があるそうで

す。標本の保全や将来へ継承していく上で、こうした個

人の標本をどう扱うかについても考えていかなければな

らないことだと思います。

このような文系の施設が所蔵している標本ですが、遺

跡から出てくることの多い動物種、例えば哺乳類ではイ

ノシシとかシカとか、イヌとかそういうものの骨格標本

が多いという特徴があります。他にも貝類、魚類、鳥類

などを多数収集していました。遺跡から出土する動物の

種類を特定することを同定と言いますが、同定のために

保管している現生標本は、こういうものが多くなってい

ます。

種類ごとに見てみると、貝類とか魚類は、地域によっ

て生息する種類に多様性があるわけですが、その地域の

遺跡から出土する可能性が高いものを中心に収集をして

いるので、その地域の動物相がある程度反映された標本

群になっているという特徴があります。つまりその地域

の遺跡から出土する魚類や貝類の研究を進める上での貴

重な基礎資料であるとも言えると思います。遺跡から出

てくる可能性が低い海外の動物の標本はあまり収集され

ていないのですが、地域ごとに特色のある標本が収集さ

れていました。
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さらに少し専門的な観点で申しますと、これらの文系

施設にある標本は、自然史博物館の標本とは必ずしも同

じ標本というわけではありません。研究目的が異なるの

で、保管方法についても多少違いが見られます。例えば

自然史博物館では、通常魚類は液浸標本、鳥類は仮剥製

標本として保管されることが多いです。また、哺乳類の

標本を収集する場合には頭骨のみを収集することがあり

ます。一方で、遺跡から見つかるのは基本的に骨のみに

なります。さらに様々な部位の骨が出てきますから、頭

以外の骨も含めて全身を保管しているということが特徴

としてあります。もちろん、頭以外の骨も一緒に保管し

ている自然史博物館もありますが、文系施設にも、場合

によっては自然史の研究に寄与できるような標本が実は

結構あるということは重要なことだと思いますし、もっ

とアピールしていかないといけないと思います。

今回標本の所在調査をして一番思ったのが、やはり目

録がないとどこに何があるのか分からないということで

す。調査をおこなった 22 ヶ所のうち、目録を外部に公

開していたのは５ヶ所であり、外部から認識しにくい標

本が多数あることが改めて分かりました。また、文化財

レスキューの総括討論でも出てきましたが、災害が起き

たときにレスキューに行っても、目録がなかったために

作業の効率性が落ちてしまったというような指摘があり

ましたし、救援活動の優先度にも関わってくるというこ

とが指摘されています。ただ、目録、冊子として作った

だけでは東日本の時のように目録自体が津波によって

失われてしまったということもあるので、やはりバック

アップとかそういうものが必要ではないかなというふう

には考えています。

また、これまであまりよく知られてなかった文系施設

にも自然史の分野で活用できる標本があるということが

改めて分かりましたので、こういうものを積極的に外部

に公開して相互に活用していくことでネットワークの構

築、今までは専門分野が違うとあまり顔を合わせること

がないということがありましたけれども、新しいつなが

りをつくるきっかけにもなるのではないかなというよう

に考えています。

私も実際に奈良文化財研究所が所蔵している貝類の標

本目録を作成しました。これに関しては以前の報告でも

触れましたので、簡単に説明しますと、貝の標本がたく

さんあって、それまでは Excel 上で整理されていた内

部用の目録はあったのですが、外部には公開していませ

んでした。そこで、これを機に登録されていない標本を

あちこち探してみたところ、作業前と作業後で２倍近く

登録数が変わりました。お恥ずかしい話ですが、実は未

登録で外からは見えにくい標本がかなりあったというと

ころが重要だと思います。博物館の中にも、どうしても

まだ未登録の標本というのはあるそうです。しかし通常

業務に加えて目録を作るとなると相当な時間や労力がか

かるので、なかなかできていないところもあるそうです。

まとめに入ります。災害をはじめとするリスクから標

本を保全し、将来へ継承するためには、日ごろから内外

に向けて所在情報を発信するとともに、資料の価値を広

く伝えていく必要があるだろうと思っております。その

ための１つの方法として目録の作成と公開ということが

重要になってくるかなと思います。

ただしやはり目録そのものが災害で失われてしまう恐

れがあるので、先ほどのサイエンスミュージアムネット

のような横断検索ネットワークにデータを提供するな

ど、バックアップを考えていく必要があるだろうと思い

ます。そして情報の消失に対する備えということをもう

少ししっかりやっていく必要があるのかなと考えており

ます。以上です。ありがとうございました。

【司会】ご苦労さまです。生物考古学というジャンル

と、たぶん生態学とか生物学と、ちょっとジャンルを横

断するので、科学博物館や資料館、自然史系の博物館の

方々との協働をこれからもますますやってください。あ

りがとうございました。
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【司会】では中島志保さん、お願いします。

【中島】奈良文化財研究所の中島です。よろしくお願い

いたします。担当している全ての事業について触れたほ

うが良いのかなと思いまして、このようなタイトルにし

ていますが、話の中心は後半の地域防災計画についてと

なります。私が担当している事業ですが、４つあります。

１つ目は「地域防災ネットワークの確立促進」、２つ目

は「文化遺産防災総合シミュレーション調査」、３つ目

は「水損紙資料の安定化処置および修復方法に関する研

究」、４つ目は「文化財防災に関する研修」です。平成

28 年度、29 年度のそれぞれの取り組みについて、まず

は簡単にご報告したいと思います。

「地域防災ネットワークの確立促進」は中国・四国地

方を担当しています。地方公共団体の文化財保護部局を

中心に訪問しています。着任して間もないころに訪問し

たある県で、「行政が動くためには根拠が必要」と言わ

れたことから、地域防災計画に関心を持つようになりま

した。訪問時には各県の地域防災計画における文化財の

保全に関する記載についても、お聞きするようにしてい

ます。

「文化遺産防災総合シミュレーション調査」は調査チー

ムを設け、文化遺産の保全を目的とした総合的な文化遺

産リストと地図システムの作成を進めてきました。「ど

こにどのような文化遺産があり、どのような状態で置か

れているかという、おおよそ情報」の考え方も取り入れ

ているのが特長です。

「水損紙資料の安定化処置および修復方法に関する研

究」は、主として真空凍結乾燥機を用いての水損紙資料

の乾燥に関わってきましたので、その事例を２件ご報告

いたします。１つ目は台風による浸水で水損した遠野市

立図書館所蔵の貴重図書、そして２つ目は豪雨による河

川氾濫で水損した常総市の行政文書です。

「文化財防災に関する研修」は、奈良文化財研究所で

実施している文化財等防災ネットワーク研修についてご

報告します。講義と実習で構成しています。都道府県・

市町村教育委員会等の文化財担当の方のみならず、博物

館、美術館の学芸員の方等も受講対象にしています。こ

の研修には様々な都道府県・市町村や所属の方に参加い

ただいておりますので、情報交換やネットワーク作りの

場にもなればと考えており、毎年、研修の最後には全体

ディスカッションの時間を設けています。参加者の中か

ら文化財防災の取り組みを進めていらっしゃるところか

ら来ていただいている方にお願いをしまして、取り組み

について話していただき、それをもとに意見交換や課題

を共有する、といったこともしています。

ここまで４つの担当事業の取り組みについて簡単にご

報告いたしましたが、初めに申し上げましたとおり、私

は地域防災ネットワークの確立促進に関連して、地域防

災計画に関心を持ってきました。ここからは地域防災計

画における文化財等の保全に関する記載の現状とこれか

らについて考えてみたいと思います。今回、重点的に取

り上げるのは、○大規模地震防災・減災対策大綱と、他

の地震対策大綱との比較　○今後の地域防災計画に必要

な視点　です。

既にご承知のことと思いますが、地方公共団体は防災

基本計画に基づき、地域防災計画を作成します。それで

は最新（平成 29 年４月修正）の防災基本計画に文化財

はどのように書かれているのでしょうか。「文化財」と

いう言葉が出てくるのは、ここで示した４カ所です（図

１）。建築物に関する記載が主で、いわゆる動産文化財

については具体的には触れられていません。また実際の

都道府県地域防災計画においては、この防災基本計画の

文言がそのまま使用されている場合も見受けられます。

しかしながら様々な災害を経て、現実的にはこれだけで

は不十分であることは、多くの文化財関係者の共通認識

であると考えています。

そこで目を向けたいのが大規模地震防災・減災対策大

綱です。平成 26 年３月、中央防災会議はそれまで策定

してきた５つの地震対策大綱を統合し、大規模地震防災・

減災対策大綱を決定しました。これは今後発生するおそ

れのある大規模地震への防災・減災対策として、今後の

４つの取り組みについて
中島 志保　　（奈良文化財研究所アソシエイトフェロー）
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課題として検討すべき施策、個別の具体的な施策を網羅

的に取りまとめたものです。この大綱が文化財関係者の

間で注目されるようになったのは、４．様々な地域的課

題での対応に（８）文化財の防災対策という項目があり、

そこに文化財の防災対策についての具体的な記載があっ

たためです。

ところで、確かに大規模地震防災・減災対策大綱には

文化財の保全に関する具体的な記載があるのですが、そ

れではそれ以前の地震対策大綱には、そのような記載は

全くなかったのかという疑問がありました。そこで過去

の５つの地震対策大綱の文化財・文化遺産に関する記載

の有無と内容を調べてまとめたものが、この表です（図

２）。比較してみると５つの地震対策大綱のうち、３つ

には文化財・文化遺産に関する記載があることが分かり

ました。特に中部圏・近畿圏直下地震対策大綱と、大規

模地震防災・減災対策大綱はかなり似ています。この２

つのみの比較では、大規模地震防災・減災対策大綱で加

わっているのは赤字で示した箇所でした（図３）。中部圏・

近畿圏直下地震対策大綱が策定されたのは平成 21 年４

月、その後平成 23 年３月に東日本大震災が発生しまし

た。津波等に関わる記載は、これを踏まえて検討された

のではないかと思います。また他の地震対策大綱にも、

文化財の所在情報の充実・整理（東南海・南海地震対策

大綱）、所在情報のデータベース化を進める（首都直下

地震対策大綱）、のように留意すべき記載がありました。

いずれにせよ、それぞれの地震対策大綱で挙げられてき

た文化財防災に関わる重要な対策が、大規模地震防災・

減災対策大綱で１つの大きなまとまりになったことで、

地域防災計画に文化財の保全に関する記載が必要である

という意識が広まりつつあると言えるのではと考えてい

ます。

防災基本計画には災害予防、災害応急対策、災害復

旧・復興の３つの段階の基本理念や施策が示されていま

す。総務省消防庁のウェブサイト内に地域防災計画デー

タベースがあります。平成 29 年３月現在ここにアップ

されていた、各都道府県地域防災計画における文化財等

の保全に関する記載の有無を調べてまとめたものがこの

表です（図４）。

各都道府県の状況はさまざまです。そのため全ての都

道府県で地域防災計画を同一にする必要はなく、非常時

および発災時における文化財等の保全の指針となるよう

な、そして実体を伴った、実効性のある内容であること

が重要だろうと考えています。このような中で文化財の

防災を考えるとき、地域防災計画には大規模地震防災・

減災対策大綱に記載のある項目も含め、これから述べる

ような視点が必要なのではないかと考えるようになりま

したが、具体的施策をイメージしにくいものもあります。

そこでこれらの視点を具現化するための一案として、こ

れらの視点と、各都道府県ですでに実施されている、あ

るいは実施されようとしている施策とを結び付けて地方

図 1　防災基本計画における「文化財」



29

文化財防災ネットワーク
推進事業アソシエイトフェロー

研究成果発表会

図 2　各地震対策大綱における文化財・文化遺産に関する記載

図 3　大規模地震防災・減災対策大綱と中部圏・近畿圏直下地震対策大綱の比較
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公共団体に紹介し、地域防災計画の充実を目指す取り組

みを行ってはどうかと考えています（図５）。

これから８つの視点について考えていきたいと思いま

す。視点の１つ目から５つ目では各都道府県の地域防災

計画の記載から例示していますが、一方で、地域防災計

画に記載がある＝実施されている、とは、残念ながら必

ずしも言えないという現状もあります。地域防災計画に

記載はあるのに実施されていないという課題を解決して

いくことも、地域防災計画と文化財防災を考える上で重

要なことだと考えています。

必要だと考える視点の１つ目は、文化財の所在情報の

充実を図る、という点です。悉皆調査が必要だというこ

とが言われます。もちろん悉皆調査ができればそれに越

したことはないのですが、限られた人員と時間と予算で

は難しいのが現状だと思います。こと、文化財防災につ

いては、どこに、どういったものが、どれくらいという

おおよその情報だけでも、場合によっては部屋の四方の

写真があるだけでも有効であると考えています。この考

え方は、文化遺産防災総合シミュレーション調査のおお

よそ情報にも取り入れています。

２つ目は、地方公共団体の文化財保護部局と防災関係

機関等との情報の共有を図る、という点です。

３つ目は、地方公共団体は津波による被災の可能性が

高い文化財等がある場合は、必要に応じて、その文化財

としての価値の適切な継承にも配慮しつつ、当該文化財

を安全な場所に移すこと等の可能性を検討する、という

点です。文化財はその場所にあることに意味のある場合

もあり、移動させるには課題があることも多いでしょう。

これを考慮しつつ、まずは現状の所在確認が必要だと思

います。現在はどの地方公共団体もハザードマップを作

成しています。これらをもとに津波に限らず、土砂災害

や洪水による被災についても同様に検討していく必要が

あるのではと考えています。

４つ目は、地方公共団体は文化財の保全場所や住民・

観光客等の避難場所を整備し、地震発生後の対応に配慮

する、という点です。昨日のお話とも関連しますが、発

災後に一時保管場所を探すのは容易ではなく、平常時に

検討しておくことが必要だと感じています。また水損し

た文書等は速やかに冷凍することが最善です。あらかじ

め協定を結んでおく等、発災時にスムーズに冷凍倉庫が

確保できるような仕組みを考えておくことも重要な課題

だと考えています。

５つ目は、マニュアルの整備です。文化財保護部局等、

行政側の行動についてのものや、文化財所有者が対象に

なるもの等、複数考えられます。また地域防災計画には

記載がないものの、文化財防災マニュアルを作成してい

る県もあります。これらも地域防災計画に盛り込んでい

くことで、発災時の行動の根拠にすることができると考

えています。

次に大規模地震防災・減災対策大綱には記載はありま

せんが、必要だと考える点です。視点の６つ目になりま

すが、平常時の文化財等の保全、発災時のレスキューと

も、地方公共団体の文化財保護部局を中心とする地域の

ネットワーク、連携の中で取り組むことを考え、その体

制等を地域防災計画に盛り込む、ということです。文化

財保護部局が未指定文化財の対応まで行うのは難しいの

が現状ですが、このような地域のネットワーク、連携の

中で考えれば、未指定文化財を含めた文化財全体への対

応について検討する余地ができると思います。

文化財防災のネットワークは２つあると考えていま

す。１つは平常時に文化財等を災害から守るための取り

組みや情報共有を日常的に行うためのネットワーク。も

う１つは災害が発生した際に、文化財等のレスキューを

行うためのネットワークです。この２つは不可分で、ま

た災害が発生してからネットワークをつくることは難し

く、日常的なネットワークの構築が、災害が発生した場

合にも重要になってきます。ここで示しているのは、地

域防災ネットワークの確立促進で担当しております岡山

県の例です。岡山県文化財等救済ネットワークは、大規

模災害から県内所在の文化財等を守るため、大学、博

物館、各種法人、行政機関等の関係団体が連携して活動

することを目的とし、平成 26 年３月に設立されました。

平常時の連携と大規模災害発生時の連携の両方から活動

を考えていること、多様な構成団体が連携することで幅

広い分野への対応が可能になっていることなど、進んだ

取り組みであると感じています。

７つ目は、未指定文化財の保全についても地方公共団

体がある程度対応できるように、次の指定に向けての予

備調査として平常時の未指定文化財の調査等を文化財保

護部局の業務の中に位置付けることを検討する、という

ことです。地域のネットワーク、連携の中で考えること

ができれば、必ずしも文化財保護部局のみで担う必要は

ないと考えています。ここで例示しているのは、昨日の

お話にも出ていました、京都府で平成 29 年４月に始まっ

た京都府暫定登録文化財制度です。補助金については予

算が必要になりますので、どこの地方公共団体でもでき

るわけではないと思いますが、考え方については他の地

方公共団体においても、文化財保護部局の業務の一環と

して未指定文化財の調査等を行うことができる根拠にで

きるのではと思っています。
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図 4　都道府県地域防災計画における文化財等の保全に関する記載の有無

図 5　今後の都道府県地域防災計画
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８つ目は、広域的な相互支援に関わることや、文化財

に対する防災知識の普及と保護の担い手づくりについて

です。災害の規模により、いくつかのレスキュースキー

ムが考えられるかと思いますが、被災した都道府県がレ

スキューの実施主体となるような場合が最も多いかと思

います。その際、都道府県を超えた広域的な相互支援の

協定等があるかどうかは重要です。中国・四国地方と近

畿、それぞれ形は違いますが、相互支援の計画や要領が

あります。また、文化財に対する防災知識の普及と保護

の担い手づくりも重要な課題です。例えば静岡県では、

文化財等救済支援員の制度があり、活動の手引きも作成

されています。

とある地方公共団体の文化財担当の方との意見交換の

折、地域防災計画については前任者からの引き継ぎと

いったものもなく、自身もこれまで意識したことがな

かった。しかし、もっと早い段階から自県の地域防災計

画における文化財の保全に関する記載内容を知っていた

ら、日常の仕事の仕方も変わっただろう、とおっしゃら

れていたことが記憶に残っています。

私は地域防災計画に文化財等の保全を盛り込むことの

意味は、日常の業務の中でも文化財防災を意識し、業務

と文化財防災を具体的に結び付けられるようにするこ

と、そして、発災時には具体的な行動の指針になるとと

もに、職員派遣や他の地方公共団体との相互支援等も含

め、様々な対応の根拠になること、であると考えていま

す。もちろん、十分な引き継ぎがなされ、実体を伴った、

実効性のある計画であることが前提です。またこれによ

り、文化財保護部局だけでなく、危機管理や防災関連の

部局をはじめとする地方公共団体全体で文化財防災を認

識してもらうことができれば、業務継続計画の非常時優

先業務に文化財被害状況調査や応急処置を入れるといっ

た動きにもつなげることができるのではないかと考えて

います。

　以上で発表を終わります。ありがとうございました。

【司会】ご苦労さまでした。
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【司会】今の４人の発表につい

て何か質問やコメントあります

でしょうか。

【内田俊秀】内田です。後でコ

メントしなければならないので

すが、ちょっとその前に事実確

認だけ。一番初めの東京文化財

研究所の内田さんの発表で、お

尋ねします。Cl、塩素濃度と

それから異臭の関係なのだけれ

ども、それは今のところ、どん

な状態なのだろう。関連はあり

そうなのか。今のところはあん

まり塩素濃度と異臭というのは

データ的にはあんまり強い結び

付きはないように思ったのだけれども、その辺は今後ど

うだろう。つまりもちろん今日、出してないデータもた

くさんお持ちなので、今後の予測としてお聞かせくださ

い。

【内田優花】そうですね。理論的にも塩化物イオン濃

度がたくさん含まれているものが臭くなるということは

ないと考えております。ただ、そもそもどうして塩を抜

かなければいけないのかと申しますと、民具や鉄製品な

どですと、やはり塩が含まれていると、錆につながる。

紙ですと具体的なデータは持ってはいないのですけれど

も、塩が含まれているということで、より水分を呼びや

すくなって、紙が水分を含むとカビが生えやすい状態に

なる、ということは言えるのかと思います。

そうした考えから、おそらく脱塩に重きを置いた処置

を行ってきたのかと思いますが、今のところのデータを

見ますと、それ程長く水に漬けなくても塩化物イオンを

取り除くことができる。ならば、異臭の原因になり得る

微生物被害の可能性は減らしていく方向がいいのではな

いかなと、個人的には考えております。

【内田俊秀】どうも。

【司会】１年目など陸前高田のものが県立博物館に行っ

て、本当に一所懸命、表具のものなんか木の部分に塩が

残っているというふうなことで、かなり神経質に塩抜き

ということを言っておられた。けれどもやはり、赤沼さ

んも臭いがなかなか取れないのだというふうなことを

おっしゃっていましたね。それもその後の現場との情報

交換の中で、そういう課題があるということについて、

原因は何かということをあらためて研究していったとい

うことだと思います。

ということは、すでにやったものについては一応、時

間的には過去のものになりますが、やはり今後の対応の

仕方というものに、目印になるものをこれから作ってい

けるのだろうなというふうに思います。いろんなケース

がありますからね。さっきの宮田さんの漆器なんかとか

油絵なんかも、もちろん水を使ったりするわけですよね。

やっぱり木のものだから臭いとかそういうことっていう

のは、あるのでしょうね。

【宮田】現在やっているものについては、材料本来の

臭い以外のものは認められないようです。

【司会】はい。ほかに何かありますか。個別に何かあ

りましたら、また後でご質問ください。午後は 13 時に

再開します。

質疑応答
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【岡田】午後の部を始めます。最初は東京国立博物館

の六人部さんです。よろしくお願いします。

【六人部】東京国立博物館の六人部でございます。よ

ろしくお願いいたします。私は、「関東甲信越における

地域の文化財防災体制の確立に向けて」というタイトル

にて発表をさせていただきます。私が担当しております

事業は、「地域防災ネットワークの確立促進」という事

業でございます。こちらの概要は、推進事業が防災ネッ

トワークの構築と本部機能の充実を図る必要があり、そ

のために本事業が、地域防災体制の確立を最終目標と設

定した活動の一部を担うものであるということでござい

ます。国立文化財機構の各施設が地域を分担いたしまし

て、とりわけ東京国立博物館におきましては、関東地方

知事会の構成県をはじめとする関東甲信越 10 都県につ

きまして、防災体制の確立促進を担当するということで

ございます。【１】

本事業の前提としまして、まずは構築すべき体制とい

う視点で、(1) 県内の連携体制と (2) 県外との広域的連

携体制ということを書かせていただきました。県内のほ

うでは、都道府県市町村の教育委員会文化財行政所管課

ですとか、博物館、図書館、文書館係の協議会、またそ

の加盟館、そして大学、県によっては地域史料ネット等

の各団体が関係団体として存在します。その団体内部の

体制と、県内における団体間の相互連絡体制が必要に

なってくると思います。県外との広域的連携体制はＡ、

Ｂと書かせていただきましたけれども、Ａ県と国、地域

と防災ネットワーク推進室、あるいは文化庁とのつなが

りです。それと、県域を越えた災害を想定した場合、Ｂ

県と県、近隣県の自治体間ということが、必要な体制と

なります。

こうした構築すべき体制を踏まえまして、地域内連携

が文化財防災の基盤となることは間違いないかと思いま

す。そこで、地域のご担当者さまが主体となって地域内

の連携を図っていくことが本事業の目標であり、とりわ

け県内の連携体制が、本事業の対象としてはより重要と

なってくるのだろうと思います。広域的な連携体制を考

えた場合、行政的な仕組みづくりを考えざるを得ないと

ころがあります。それに関しては、本事業の権限や予算

的な問題などからも、なかなかアプローチしにくい面が

ございます。よって、県内の地域的な連携体制が本事業

の主な対象範囲となります。【２】

もう１つの視点ですけれども、地域内の連携体制がど

うなっているかということを、本事業を通して推進室が

把握させていただきます。地域内にどのようなネット

ワークが存在するか。例えば、災害があった場合に、こ

の図のピンク色の団体では、被害情報をどこが吸い上げ

て、地域内のほかの幹事館的な団体に被害情報を寄せて、

さらに中央の、例えば博物館協議会の事務局といったセ

ンター館のほうに被害情報が集まるといった、地域内の、

あるいは団体内の連絡経路が存在すると思います。それ

らを推進室は把握して、その地域といかに円滑に被害情

報等の共有をするかということが、この事業の主眼とも

なるかと思います。【３】

地域の担当者のことを考えたときに、地域内のどこで

どのような被害が起きたのかよく分からない、どこの誰

が何をできるのか、あるいは、助けを求める先を知らな

い。そうした地域の担当者の方々が、自分たちの防災体

制をつくられる上で問題点となることが、(1)、(2)、(3)

と考えられます。

それぞれの解決策としては、(1) 被災情報の伝達経路

を整備し共有化を図る、また (2) 周囲、地域内の他団体

を知る、(3) 推進事業、推進室などを周知していく、こ

とが考えらえます。もう 1 点は、(4) に書きましたけれ

ども、地域が主体となって発展的あるいは恒常的な防災

ネットワークをこの事業において根付かせていくために

はどのような仕掛けが必要なのかと考えた場合、分野・

立場・地域を越えたまさしく推進会議のような場が、地

域においても必要なんじゃないかというふうに私は考え

ます。【４】

こうした問題点を解決するための、本事業の年次計画

をこちらに示しております。まず (1) 平成 28 年度です

関東甲信越における

地域の文化財防災体制の確立に向けて

六人部 克典　　（東京国立博物館アソシエイトフェロー）
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けれども、初めに県内体制の把握として、関係団体のリ

ストアップ、団体担当者との関係づくり、他地域・広域

連携の事例収集というふうに掲げております。まずは推

進室が各県内のご担当者の方々のところにお伺いして、

そして実際に情報共有というか、そういった部分を進め

ていくということでございます。

(2) 平成 29 年度におきましては、28 年度の事業に加

えて県外連携体制の模索として、県域を越えた情報共有

の場を設定する必要があるというふうに考え、担当 10

県のご担当者さまが一堂に会する協議会を開きました。

それを「地域の文化財防災体制の確立に向けた協議会」

と題しまして、今年度より開いております。(3) 次年度

におきましては、10 県が一堂に会する協議会に加えて、

県内において県内の関係団体を集めた協議会を開こうと

思っております。【５】

それでは、内容に移ります。まずは、関係団体のリス

トアップをいたしました。これは平成 28 年度にいたし

ましたけれども、関東甲信越各県の関係部局、博物館、

図書館、文書館の県立施設や連絡協議会、埋蔵文化財セ

ンター、史料ネットなど、そうした関係団体の基礎情報

をリスト化いたしました。【６】

次に、団体担当者との関係づくりと書きました。こち

らはリストを基に、関東甲信越各県の団体に訪問いたし

まして、推進事業の紹介を兼ねてまずご挨拶申し上げ、

各団体の防災関連の活動、あるいはその体制について、

どのような状況であるかということを伺い、そして、情

報共有をしていきましょう、ということでございます。

あるいは、１つの県の中で複数の関係団体と合同で県内

の文化財防災体制の構築について協議をすることもござ

います。また、関係団体のご担当者からの要望・要請を

受けまして、団体の研修会等で講演をさせていただいて、

防災ネット事業の紹介や文化財防災の普及啓発というこ

とも、本事業において行っております。写真の左側は、

埼玉県文化財保護協会等の防災研修会で、当館の和田

(環境保存室長)が講演させていただいております。【７】

【８】

さて、実際に訪問したところのリストがこのように

なっています。平成 28 年度におきましては、担当 10

県のうちの８県、14 団体を回りました。今年度におき

ましては担当 10 県全てにお伺いし、36 団体とお話をさ

せていただいております。このような「訪問」ですけれ

ども、各団体の所在地に実際に我々が赴くことの必要性、

重要性というのがあると思います。これは、博物館、図

書館、文書館等の協議会の事務局は県立施設に置かれる

ことが多く、災害時においては県教育委員会や県立施設

がレスキュー拠点となることも想定されます。いざ災害

が起こった場合、現地を知らなければ、我々が担当させ

ていただく地域の事情も分かりませんので、地理的な部

分も含めて、現地訪問は重要であると思います。また、

団体内・県内の状況の把握、担当者との関係づくりにお

きましては、担当者が主体となって防災体制の構築をす

るためのサポートをするという方針が、この事業では重

要なのかなと思いました。そして、推進室による災害時

の被害情報の収集等を円滑にするためにも、この関係作

りは重視されます。【９】【10】

１つ事例ですけれども、茨城県で訪問した団体等にお

ける取り組みを実際に訪問後、このようにまとめており

ます。あるいは、こういった図で、行政、博物館・文書館・

図書館の団体、大学・NPO・史料ネット等の団体に分

けて、それぞれの関係を示しています。有事の連携体制

や平時の情報共有の有無、または博物館等の団体が行政

のどこの所管であるか。そういった県内の関係図をまと

めて、どこに連携体制が存在しないかなど現状の体制を

分析します。県内の関係図や取り組みをまとめて、それ

を団体相互で、あるいは他県との比較によって連携が必

要とする部分を特定するということでございます。【11】

～【13】

もう１つ重要なのは、地域のご担当者さまが課題と

なっていること等を解決するための、広域的、あるいは

他地域における事例の収集です。その上では、既存の広

域団体等へのアプローチも必要となるでしょう。推進事

業の活動および広域的連携構築の必要性を広域団体に説

明する必要があると思います。例えば関東甲信越におい

ては、文化財防災に関する広域的な連携がおよそ見られ

ないという現状から、今年度、関東甲信越静ブロック文

化・文化財行政主管課長協議会や東海地区の博物館連絡

協議会といった既存の広域的な会合で、推進室長の岡田

様にお願いをいたしまして、講演や資料の配布をしてい

ただきました。【14】

さて、本事業における県域を越えた情報共有の場の設

定でございます。これは先ほど申しました、「地域の文

化財防災体制の確立に向けた協議会」を今年度から開催

しております。協議会の趣旨は、地域の文化財防災体制

の確立を目的として、防災に資する情報共有および連絡

協議のための会合でございます。１つの県の中でも関係

団体が顔を合わせる機会は少なく、更に県域を越えると

なると、情報共有あるいは連携を協議する場はありませ

んので、こういった協議会を本事業の中で開催しており

ます。参加対象といたしましては、関東甲信越 10 県の、

先ほども申しました文化財課あるいは博物館・図書館・
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文書館の連絡協議会、史料ネットなどの関係団体の事務

局、実務担当者などです。【15】

この協議会を今年度５回開きました。会の発展過程と

して、赤字の部分、少しずつ団体数を増やしてまいりま

した。はじめ、埼玉、千葉、神奈川の３県にお声掛けを

していたのが、第２回には関東甲信の９県に増えました。

第３回には新潟を加え関東甲信越 10 県に対して、更に

もともと県教委や博物館協議会、史料ネットだけだった

のが、文書館、図書館へも案内を拡大して、参加団体と

しては 18 団体に増えました。第４回も 12 団体、第５回

15 団体というふうに開催いたしました。

また、協議会を意義あるものにするためにも、協議会

参加団体の連絡先の共有化をこちらから相談させていた

だいて、実際に取り組み始めました。あるいは、協議会

参加団体が各々研修会を開いていますので、そうした場

に相互に参加できないかというご提案をしました。こち

らも、すでに埼玉県文化財保護協会等にご許可をいただ

きまして、協議会連絡先共有団体にご案内を差し上げて

いるところでございます。【16】～【18】

協議会の参加団体数は、第１回から、９団体、15 団体、

18 団体、12 団体、15 団体です。現状、推進室も含めて

48 団体にお声がけをして協議会を開いているのですけ

れども、なかなか出席率が半分もいかない状況ではあり

ますが、このような場を継続して開いていくことが重要

であると思っております。間接的なアプローチとして、

協議会の開催や、情報提供をこちらからさせていただく

ことで、参加団体は他団体の多様な活動事例等の情報収

集が可能になります。要は、各団体に良いとこ取りをし

てもらって、なるべくそれぞれの団体に自発的な体制改

善を促すことが、この協議会の狙いでございます。【19】

【20】

本事業の成果を少しお話しさせていただきます。

ミュージアム甲斐ネットワーク、こちらは山梨県の博物

館施設のネットワークです。本事業を機に、平成29年度、

参加館の緊急連絡体制 ( 暫定版 ) を整備されました。そ

れまでは防災に資する具体的な体制が未構築であったと

ころ、本事業を機に体制整備を進められるようになりま

した。また、茨城県博物館協会では、こちらも防災に資

する具体的な体制が未構築であったところを、協議会へ

の参加により他県の連絡網の事例を知られて、協会の加

盟館連絡網を作成されました。更に、それを活用した防

災訓練も今年度実施されているところでございます。見

にくいのですけれども、連絡網に外部の連絡先として文

化財防災ネットワーク推進室を記載していただいており

ます。このように、連絡網の緊急時連絡先として推進室

を位置付けてもらうことも促しております。【21】【22】

これらは本事業の成果と言えるかは分かりませんけれ

ども、地域の団体に連絡網の作成などから、防災体制を

築いていっていただくということは、ある意味、成果な

のかなと思っております。その中で、やはり災害時にお

いては、防災ネットワーク、推進室に連絡をしていただ

くよう、連絡網あるいはマニュアルの中に位置付けても

らうということが大事なことかと思います。

最後に、今後の課題をお話しさせていただきます。協

議会の参加率の向上を図るべく、次年度の協議会は開催

時期、回数等を見直して全体会合を開くとともに、初め

に申しました、県内会合の開催を予定しております。ま

た、今後は建築士、建造物関係の団体にもご案内してい

く予定です。情報提供のための他地域における事例の収

集のほか、最後に書きましたけれども、推進事業がいつ

かは終了するかもしれないことを想定して、例えば協議

会の持ち回り運営など、いかに会の維持につなげていく

かということが、本事業においては重要なのかなと思い

ます。協議会を開催しておりまして、参加者の方々から、

この協議会は非常に重要であるというお声もいただいて

おります。事業終了後も想定して、今後取り組んでいか

なければいけないと思っております。時間を超過して申

し訳ありません、これで発表を終わらせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。【23】【24】

【司会】はい、ありがとうございます。
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【１】 【２】

【３】 【４】

【５】 【６】
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【７】 【８】

【９】 【10】

【11】 【12】
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【13】 【14】

【15】 【16】

【17】 【18】
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【19】 【20】

【21】 【22】

【23】 【24】
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【司会】それでは次に京都国立博物館の松沼さん。

【松沼】京都国立博物館の松沼です。よろしくお願い

します。私は災害に対応した文化財等の防災・救出に係

る体制整備ということで発表させていただきます。

初めに、京博の防災事業の取り組み方について簡単に

説明します。昨日の研究会にご参加くださった方はよく

お分かりかと思うのですけれども、京博では各アソシエ

イトフェローが専門の研究課題を持つということではな

く、KICK 活用事業のように、京博の推進室併任者がそ

れぞれの専門性を生かしつつ、場合によっては併任者以

外の職員もワーキンググループとして参加するというよ

うに、京博全体で事業に取り組んでおりますので、今回

の発表は京博の取り組みとして、これまでの活動を紹介

するという形で進めさせていただきます。

今年度、京博では４つの事業を展開しております（図

１）。１つ目は昨日研究会を開催しました、けいはんな

オープンイノベーションセンター（KICK）の収蔵庫の

活用事業。それから２つ目が、先ほど東博の六人部 AF

のご発表にありました地域ネットワークの確立促進事

業。普及・啓発活動としてさらに２つの事業があり、地

域市民を対象とした KICK シンポジウムの開催、さら

に立命館大学ユネスコ・チェア「文化遺産と危機管理」

国際研修といいまして、海外の専門家を対象とした研修

も今年開催しております（主催：立命館大学歴史都市防

災研究所、共催：独立行政法人国立文化財機構）。この

４つの中で私からは、赤字で示している KICK 収蔵庫

の活用事業と地域ネットワークの確立促進（地域連携）

についてご報告させていただきます。KICK 活用事業に

ついては、昨日研究会をしましたので内容が重複してし

まうのですけれども、お聞きになっていない方もいらっ

しゃいますので簡単に紹介させていただきます。

KICK の事業がどのようなものかを簡単に申します

と、過去に発生した大規模災害では文化財等救援事業な

どで、被災地より救出した文化財を一時的に保管する環

境を確保することが課題として挙げられています。この

課題に対し京都国立博物館では、平成 26 年度より文化

財防災ネットワーク推進事業の一環として、非常災害時

に活用できる非常用収蔵庫を平時から整備し、試験運用

を行うという事業を進めております。具体的には、京都

府内に位置する KICK の中の２つの収蔵庫を京都府よ

り借り受け、収蔵庫の整備・維持管理等を通して、非常

災害時における文化財等の受託体制に係る課題等の抽出

を行いました。KICKは奈良県にも近い京都府木津川市・

精華町に位置しており、建物内の１階と２階に１つずつ

ある収蔵庫を京博が借りて運用しています。各階とも

100 平米ぐらいで、そんなに大きい収蔵庫ではないので

すが、１階のほうが若干、天井が高くて、ただ入り口の

間口は普通のドアとほぼ同じなので、大きいものが入る

収蔵庫ではありません。１階の収蔵庫には積層式の棚を

設置し、２階には屏風棚と小品棚を設置しています。

活動実績としては、まず非常用防災収蔵庫の整備、運

用においては、非常時および平時における収蔵庫の適

切な管理方法等について検討し、平成 27 年度より実際

に文化財を収蔵しながら、試験運用を継続しています

（図２）。さらに、当館の収蔵品ではない外部の文化財を

KICK 収蔵庫へ受け入れるために、京都国立博物館防災

対応受託規則というものを策定しました。これは災害発

生時または平時における保管施設の改修等の特殊な事情

によって、文化財等の保全管理に支障が生じた場合の受

託について定めたものです。今夏には防災対応による試

験的受託として、京都市内の寺院が所有する収蔵庫が雨

漏りのため緊急改修することになりましたので、寺院が

お持ちの文化財の一部をお預かりするという試みを行い

ました。

昨日の研究会ではこれらの実績を被災文化財受け入れ

に関する諸課題ということで報告いたしまして、皆さま

から貴重なご意見を多く頂きました。今後の課題として

は、まず試験的受託を行った文化財の一時保管、また来

年度中に作品返却を予定しておりますので、これらを通

じて防災対応受託に関する課題等の抽出を引き続き行う

ということが１つ。引き続き安定した保管環境を維持し

京都国立博物館の取り組み

―災害に対応した文化財等の防災・救出に係る体制整備―

松沼 穂積　　（京都国立博物館アソシエイトフェロー）
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ながら、非常時における被災文化財等の一時保管場所と

しての機能強化を図るということが１つ。また、昨日も

ご意見として頂戴しましたが、この３年間の活動では、

京博として文化財を受け入れるための体制を整えること

ができたという段階ですので、今後は災害発生時におけ

る文化財の救援体制に関して、初動・救出・一時保管と

いった一連の流れの中で、KICK がどういうふうに機能

していくのかをより包括的に研究していく必要があるの

ではないかと考えています。

次に、地域連携と略しておりますけれども、地域ネッ

トワークの確立促進事業についてお話しします。全国の

都道府県・市町村の文化財担当者や博物館・美術館など

の施設、またその協議会等、それから史料ネットワーク

ですとか、そういった方々を訪問してヒアリングを行っ

たり、また情報交換会を開催したり、各地で開催される

会議等への出席を通して、地域防災ネットワークの確立

促進のための調査を行うという事業でございます。

全国を各施設で分担しておりまして、京博と奈良博が

中部・近畿を担当しております。京博の担当府県は京都

府、兵庫県、滋賀県、福井県、石川県、富山県、岐阜県

の７府県で、この２年間の訪問箇所を右に挙げておりま

す（図３）。京博の活動方針としては、非常災害時に都

道府県の中核となると考えられる都道府県の文化財担当

者の方を中心に訪問しております。今年度中に担当府県

の文化財所管課は全て訪問し終える見込みです。今回は、

この訪問箇所の中から岐阜県の事例をご紹介したいと思

います。

岐阜県については、そもそもの訪問のきっかけが、当

時副館長でいらっしゃった伊藤嘉章さんが岐阜県の文化

財保護審議会委員だったというとても幸運なことで、そ

こで伊藤副館長が「岐阜県博物館協会が面白い取り組み

をしている」とお聞きになり、岐阜県博物館協会にお話

を伺いに行きました。岐阜県博物館協会では、50 周年

記念事業として協会内の文化財レスキュー体制を検討し

ているということで、岐阜県博物館協会の規約の中に「災

害時における会員の所蔵資料の救済と情報収集」という

文言を追加しています（平成 28 年５月）。そのほか、「岐

阜県博物館協会ミュージアムレスキュー活動要綱」の素

案を作成し、協会内でのレスキュー体制を整えようとい

う動きをしているということでした。

この話を聞いて、次に私たちは岐阜県の文化財所管課

である岐阜県教育委員会社会教育文化課を訪問したので

すけれども、お話を伺うと、岐阜県の文化財防災体制に

ついては現在検討中ということでした。こちらからは岐

阜県博物館協会はこういうような取り組みをなさってい

ます、ということのご紹介と、その少し前に熊本地震が

ありましたので、熊本地震の文化財レスキューは現在こ

ういう状況で動いていますというような情報交換を行い

ました。

そこで、じゃあ次回は県と博物館協会と京博の三者で

県内の防災体制について話し合っていこうじゃないかと

いうことになりまして、三者で協議する機会を設けてい

ただきました。具体的な内容は省きますが、県内の文化

財レスキュー体制の構築に向けて情報交換を行ったり、

体制の構築にはどういう課題があるかというような洗い

出しをしたりしております。

この事例では、県内の文化財関連機関の橋渡しとして、

文化財防災ネットワーク推進事業が機能したといえるの

ではないかと思います。さらに、文化財防災ネットワー

クに関する情報提供も重要な役割の一つであると考えま

す。これから県内体制をどうしていこうかと考えるとき

に、やはり過去の事例ではどうしていたのかを知りたい

という声を少なからず頂いております。そういった疑問

に対して、例えば東日本大震災のときは宮城とか岩手と

か、各県で体制が違ったのですけれども、それぞれでこ

のような活動をしていましたというご紹介ですとか、熊

本地震もありましたので、熊本地震後はこのように動い

ていますというような情報提供をしております。

活動実績に戻りますが、訪問して状況をお聞きするほ

かに、連絡会議の開催も行いました。これも平成 28 年

度の開催実績なのですけれども、京博・奈良博・奈文研

の主催による「中部・近畿文化財関係者による文化財防

災連絡会議」を開催しました（平成 28 年 12 月 13 日、於：

京都国立博物館）。関西・中部地域における動産文化財

の防災に関する取り組みや課題に関する情報交換や、担

当者間の交流を目的として開催したものです。報告者・

パネリストはご覧のとおりです（図４）。

地域連携に関する今後の課題として、２年間、各地を

訪問して私自身が感じたことを行政との連携という部分

から申しますと、１つは国・都道府県・市町村の行政ラ

インや、広域連携などを考慮したはたらきかけが必要な

のではないか、ということを感じております。行政ライ

ンというのは、例えば地域防災計画に関してお話を伺っ

ていても、やはり改定する場合には文化庁からの指導が

あるとやりやすい、というような話をよく耳にするとい

うことがあります。午前中に推進室の岡田室長がお話し

されていたように、国立文化財機構の提言が地方の担当

者に対して直接的な影響力になるのかどうかということ

に繋がってくるのかなと思いまして、行政が動きやすい

ようなはたらきかけの方法を検討する必要があるのでは
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ないかと感じております。

また次の課題として、事務移管・人事異動等によりネッ

トワークが途切れないような体制づくり。これは先ほど

の六人部 AF のお話ともつながるのではないかと思うの

ですけれども、事例として挙げた岐阜県の場合は今年度

に入って文化行政の事務移管がありましたし、人事異動

もありました。それはこちら側にも同じことが言えるわ

けで、人的なネットワークの維持という点では、少なく

とも年に１回は連絡を交わすであるとか、または強制的

にそうなるような仕組みと言えばいいんでしょうか。連

絡会議を定例化してしまうとか、そういったことが必要

なのではないかというふうに感じています。県内におけ

る体制構築という点では、一度つくったものを継続でき

るような仕組み、奈文研の中島 AF がおっしゃっていた

ように、いかに日常業務に組み込んでいくかということ

を考えていかないと、せっかく体制をつくっても持続し

ていかないのかなというような感想を持っています。

最後に、その他の関連事業のご紹介です（図５）。海

外の文化財防災対策に関する基礎的研究ということで、

UNESCO・ICCROM が平成 28 年に発行した文化財救

出マニュアルの日本語訳を作成しました。主にミュージ

アムが収蔵する文化財の救出・保全に関するマニュアル

でありまして、日本の場合は自然災害が主なリスクとし

て思い浮かびますが、このマニュアルでは武力紛争によ

る破壊や略奪等のリスクも念頭に置いています。した

がってこれがそのまま日本に当てはまるというわけでは

ないのですけれども、様々な可能性がある中で簡易なマ

ニュアルにまとめていくこの作業方法というのは、とて

も参考になるなというふうに感じています。これは３月

中に発行予定で、ウェブサイトでの公開と、印刷物を皆

さまのお手元にも配布する予定ですので、ぜひご覧いた

だければと思います。以上、雑駁ではありますが私から

の報告とさせていただきます。

【司会】ありがとうございます。
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【司会】次は京都国立博物館から近藤さんにお願いし

ます。

【近藤】京都国立博物館の近藤です。よろしくお願い

いたします。先ほど松沼アソシエイトフェローからの話

でもあったのですが、京博の場合は個々人でやっている

研究であるとかそういったものではなく、防災の併任者、

もしくは併任者ではない方にも含めて協力していただい

て、シンポジウムや研修会、その他の活動を行っており

ます。個々人でやっている内容ではございません。また、

シンポジウム、研修会ですので、研究成果というよりは

こういうことを行いましたという報告になります。それ

では始めさせていただきます。

京博では大きく分けて２つ、シンポジウム、研修会を

行っております。こちらも先ほど説明はあったのですが、

一般市民向け講演会、シンポジウムとして、けいはんな

オープンイノベーションセンター（以下、KICK）でシ

ンポジウム、講演会を「文化財を災害から守る」という

大きなテーマで行っております。もう１つがユネスコ・

チェア「文化遺産と危機管理」国際研修ということで、

この大きな２つを行いました。

まず、平成 27 年度から年に一度、先ほど収蔵庫を借

りているお話がありました KICK、そこのミュージアム

ホールを借りて３時間半ほど午後から講演会、シンポジ

ウムを行っております。整備等を実施している KICK

収蔵庫ではあるのですが、KICK を文化財防災に関する

普及啓発活動も行う場所にも利用させていただこうとい

うことで、講演会も行っております。

図１が各年度のテーマでございます。今回２年間の報

告ですけども、平成 28 年度のテーマが平成 27 年度に

絡んでいますので、一応平成 27 年度のテーマも出して

います。平成 27 年度の講演会では阪神・淡路大震災、

東日本大震災における文化財等の救援活動の振り返りと

いうことで、災害の歴史と文化財という観点から文化財

防災の未来を考えました。チラシの写真は石巻文化セン

ターでのレスキュー活動の様子を掲載しました。

平成 27 年度の講演会で（「文化財防災の過去・現在・

未来」というテーマで）阪神・淡路、東日本の大震災に

おける文化財等の救援活動を振り返り、平成 28 年度は

「今、そこにある危機」というテーマにして、関西で起

こり得る災害について取り上げました。図２は平成 28

年度の講演会プログラムです。関西で起こりうる災害と

いうことで、直下型地震とそれに伴う都市火災、主に京

都でのお話。木津川流域での水害。木津川が氾濫したと

いうお話、また局地型地震の例として、新潟県中越沖地

震のお話、あとは豪雨被害。台風の被害ですね。水害へ

の防災ということで、和歌山県立文書館の方にお話をい

ただきました。

この時は立命館大学工学部教授・立命館大学歴史都市

防災研究所所長の大窪健之氏からお話をいただいたので

すけども、地震発生時、火災が必ず起きますが、京都で

は通報があっても細い道が多く消防が現場に到着すぐで

きません。また、同時多発の火災だからすぐに対応する

ことは不可能です。なので、消火の第一段階として市民

の方々による消火、風呂水とか溜め池とかを利用した、

第一段階の消火が重要ですよと。そのために消火栓等を

一般の方々が普段から打ち水等々に利用できるようにし

ています、などの取り組みについてお話をいただきまし

た。

次に、木津川流域の災害ということで、木津川市教育

委員会文化財保護課の芝野康之氏から木津川の歴史から

お話いただきました。実際に木津川の氾濫を記した資料

や明治のものであればモノクロの写真などを出していた

だきながら、文化財への被害等々についてお話をいただ

きました。

新潟県歴史博物館の田邊幹氏からは博物館としての中

越地震への対応、史料ネットの形成や博物館との連携

等々。あとは新潟で今後想定される災害の被害と課題、

課題としては市民との連携について等ですね。そういっ

たお話をいただきました。

和歌山県立文書館の藤隆宏氏からは、平成 23 年８月

に発生した台風 12 号による豪雨被害に関してお話をい

京都国立博物館の取り組み

―文化財等の防災・減災に関するシンポジウム・研修―

近藤 無滴　　（京都国立博物館アソシエイトフェロー）
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ただきました。和歌山県では公的機関のほとんどが文化

財レスキューを公務として認められませんでした。こち

らの博物館もその１つで、そのために史料ネットを発足

しましたと。また県内の博物館、美術館による連絡体制

も構築しましたというお話もいただいた上で、この連携

の課題等々についてお話をいただきました。

講演会に合わせてパネル展示も行っております。この

ときの講演会のテーマとは異なるのですけども、ちょう

どこの年に発生した熊本での地震、こちらに私を含め館

内の人間も文化財レスキューに行っておりましたので、

その報告等々をパネルで展示いたしました。レスキュー

のスキーム図であるとか、現地に行った職員の報告、レ

スキューに行った際に撮影した一時保管場所等の写真を

展示しました。

関西で起こりうる災害を取り上げた平成 28 年度なの

ですけども、平成 29 年度はそれらの災害から文化財を

守るための取り組み、どういったことが行われているか

ということで、「文化財の記録と継承」というタイトル

でシンポジウムをさせていただきました（図３）。文化

財情報のデータベース化であるとか、科学機器を用いて

どういったことを行っているかというお話。あとは熊本

の県美の方にお話をいただきました。熊本の方にお話し

いただいた理由は後ほど説明いたします。

まず、データベース化。文化財に限ったお話ではない

のですけども、情報を守る上でデータベース化というの

は今外せません。文化財情報のデータベース化と防災、

減災への活用というタイトルで、東京文化財研究所の二

神葉子室長にご講演いただきました。一般の方々向けな

ので、データベースそのもののお話から始まって、デー

タベースをどう防災に活用しているかなどなどについて

のお話、データベースそのものを守るためにはバック

アップ等重要ですねという、データベースそのもの防災

についてもお話をいただきました。具体的にイタリアの

文化財危険地図であるとか、国内のデータベース等を例

としてお話をいただきました。

次に、今まで講演会シンポジウムで京博のお話をして

いなかったので、京博の淺湫毅室長にお話をいただきま

した。当館にある文化財修理所での文化財修理に関して

や、X 線、CT スキャン等の機器を用いた文化財保護、

文化財修復への活用などについてお話をいただきまし

た。

そして、熊本の方にお話をいただいた理由なのですが、

熊本県立美術館では震災と復興に関する展覧会を行った

ということで、この展覧会のお話をお願いしました。お

願いしたところ、展覧会のお話とは別に熊本で発生した

地震への対応のお話もいただけるということで、熊本

からはお２人来ていただいておりました。宮川聖子氏か

らは美術館では発生時のどういうふうな状況であったと

か、発生後の対応等、リアリティーのあるお話をいただ

きました。

また、「震災と復興のメモリー＠熊本」ということで、

山田貴司氏による熊本県立美術館が開催した展覧会につ

いてのお話もございました。開催までの経緯、準備のプ

ロセス、どことどことが連携しましたというお話、展覧

会を行って分かったこと、地震発生の分布図とか資料を

読み直して分かったことをお話しいただきました。展覧

会の成果や今後の課題等もお話しいただきました。

会場では阪神・淡路大震災、東日本大震災における文

化財レスキューに関してのパネル展示も行いました。パ

ネルの最後のほうなのですけども、KICK の収蔵庫活用

に関して、一般の人に向けてもパネルで報告をしており

ます。

成果と言えるか分からないのですが、アンケートを

行っております。アンケートの結果としては毎回とても

いい評価をいただいております。普及啓発活動、一般の

方に向けて行っている結果としては良い結果になのでは

ないかなと思います。

今年度のシンポジウムに関しましては、報告書を作成

中です。われわれ京博だけが文字起こしたものを持って

いても意味がないので、皆さんにもぜひ実施した内容を

知っていただこうと、情報を発信していこうと思い、報

告書の作成を行っております。年度内に届くと思います

ので、ご一読ください。

次に、文化遺産危機管理国際研修といたしましてユネ

スコ・チェア国際研修、こちら主催は立命館でございま

す。８月 28 日から９月 16 日までと、大変長い実施期間

でした。今までは建物や街並みが対象だったのですが、

今年度、動産や不動産文化財、美術工芸品であるとか祭

礼等々の文化財も対象とするということで、国立文化財

機構が共催として参加しています。

内容としては、一般の方向けではなくて各国の専門家

の方々をお招きして、実践的な研修を行って各国それぞ

れの課題を認識して、専門家同士が共同して文化遺産お

よび歴史都市の価値を踏まえて防災計画等々を作成する

手法を修得することを目的としております。

長期間ですので、立命館大学や当館だけが会場ではあ

りません。京都市内の社寺見学なども実施されました。

スケジュールの前半が防災に関して、途中が災害からの

復興に関しての内容です。機構内の方にもお話をいただ

いておりまして、岡田推進室長であるとか、奈良文化財
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研究所の高妻洋成センター長、東京文化財研究所の久保

田裕道室長等々にご講義をいただいております。

当館で行った講義等としては、当館の降幡順子室長か

らミュージアムにおける防災についてということで、京

博の防災へのアプローチについてお話を致しました。な

ので、このあとに館内の見学等々も行っております。あ

とは装潢師連盟（そうこうしれんめい）による講義も行

われました。

海外にはない日本における文化財の修復ということ

で、和とじの冊子の作成実習や、屋外演習も行いました。

文化財というか雑誌であるとか、そういったものをブ

ルーシートの上に置いて、その上に土をかぶせて被災現

場を再現しています。そこから研修者が物をレスキュー、

調書を取るということが演習として行われました。材質

が何であるとか、そういったものを調書に取ると。

このとき、今日皆さんが入ってきた通用門の右側に

あったのですが、場所は公用車のガレージでして、当初

の予定にはなかったのですが、皆さんがレスキューをし

たものをいきなりガレージのほうに運び出しまして、レ

スキューしたものの避難場所として使っておりました。

その時々に思い付いた内容を実践していくというもので

して、ロールプレイング形式で、講師陣が報道陣や被災

した方々になり切って、研修者の方にどう対応しますか

ということも行いました。

最終日はシンポジウム、こちらは立命館で行われたも

のです。今までの研修を踏まえて、最終日のシンポジウ

ムで、研修成果の発表を研修生の方々が行うというもの

です。国内外を含めて、約 75 名の方が参加されたとい

うことです。現在、報告書を立命館大学が作成中です。

今年度中にこちらの報告書も皆さんの手元にいくと思い

ますので、届いた際はご一読いただければと思います。

成果というか私が感じたことなのですけれども、一

般の方々に行っていて、私なんかは熊本に実際にレス

キューに行っているから熊本のことを知っていて当然と

いう認識なのですが、一般の方からすれば、おー、すご

いなと。知らなかったと。だからこそ好評なのですけど

も、一般の方々との認識のずれもありますので、普及啓

発活動は大事だなということを感じました。

活動４、地域連携とも関係あると思うのですけども、

行政の方々との連携において、情報発信も大事なのだな

ということも感じております。以上でございます。

【司会】はい、ありがとうございました。
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図 1　各年度テーマ

図 2　平成 28 年度「今、そこにある危機」プログラム

図 3　平成 29 年度「文化財の記録と継承」プログラム
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【司会】それでは、東京国立博物館の井上さん。

【井上】東京国立博物館の井上素子です。よろしくお

願いいたします。

平成 26 年に発足した国立文化財機構文化財防災ネッ

トワーク推進事業（以下、防災ネット）は、現在、３つ

の事業を中心に活動しています。1. 体制づくり、2. 調

査研究、3. 人材育成と情報の発信です（図１・２）。本

日はこの中の情報発信の部分、具体的には、インターネッ

トによるウェブの配信、シンポジウム・研修の実施、印

刷物・テキストの作成等に関して、現時点の成果と課題

を整理したいと思っております。

防災ネットの活動は、まだまだ多くの課題を抱えてい

ます。例えば、大規模災害が発生した際には、上記の三

つの活動の枠組みの中で文化財の被害情報を収集し、必

要な援助へとつなぐ活動を行います。特に、情報発信の

部分については、現場で見えた課題を研究し、成果を情

報公開して社会に還元していくことにより、被害の軽減

に役立てていく、という姿が望ましいと考えます。災害

が頻発する状況にある現在、本事業における情報発信の

役割は、災害後の時間は次の災害の前であるというよう

な意識を持ち、社会に情報を発信していくことではない

でしょうか。本発表では、防災ネットワーク推進事業で

行いました情報発信に係る事業を対象に検討し、事業の

動員数、ウェブのアクセス解析などから特徴を導きます。

その上で、今後の事業の中でどういった方向性で情報発

信を進めていくべきであるのかについて考えたいと思い

ます。

過去４年間、本事業で開催した公開事業は、合計 38

件ございました。本年度（平成 29 年度）のデータは終

了していない事業もありますので、暫定です。講演会、

シンポジウムのみでカウントしますと、合計 18 件です

（図３）。動員数が最も多かった事業は、平成 28 年７月

に九州国立博物館にて開催された特別講演会「歴史と共

に考える文化財の防災・減災」の 340 名で、突出した

数字となっています。それ以外は 200 名前後、あるい

は 50 名前後という風に、二極化した分布になっていま

した。

動員数は会場のキャパシティにも左右されますし、そ

もそも大規模な動員を目指した事業ではございませんの

で、動員の多い・少ない＝善し・悪しというわけではご

ざいませんが、単純にどのくらいの方々がこの事業に接

したことがあるのかという観点で見るべきものと思いま

す。

平均しますと、１件の事業につき 151 名が参加してお

り、延べ人数は 2,714 名となりました。ただし、出席者

の名簿を見ますと、毎回 20 名程度の推進室員の参加は

固定化しております。公開事業とは言え、一般市民の方

の関心を呼びやすいテーマではないと思われますので、

集客が少ないというのはある程度想定される要素です。

同じ参加者が大きな割合を占めるようなこういった公開

事業では、今後テーマを深めることや、参画団体と連携

して話題を展開していくことなどがあっても良いのでは

ないかと考えます。

開催地域は、70％が西日本に偏っております（図４）。

国立文化財機構の（アジア太平洋無形文化遺産研究セン

ターを除いた）６施設のうち、４施設が西日本に所在し

ておりますので、東日本の割合は相対的に少なくなりま

す。とは言え、東日本大震災後、文化財防災に関する事

業は東日本で活発に開催されていますので、我々の活動

とは別個に、被災文化財に関する啓発は盛んに行われて

いるということは言えると思います。

公開事業のうちシンポジウム等は 18 回、延べ動員数

2,700 名、平均 150 人参加となっており、報告書、印刷

物は 17 種類が刊行されました。研修などは 20 回、研

究会も非公開を含めて８回を開催しており、４年間の１

つの事業の情報発信の件数としては充実していると考え

られます。

ただ、一方で課題もございます。開催地が西日本に偏っ

ていることや、参加者が固定し一般社会への周知が不足

していること等です。また、全体を通観できる媒体が無

いということ。これは来年度、印刷物として事業の全体

文化財防災に関する

人材育成・情報発信の成果と課題

井上 素子　　（東京国立博物館アソシエイトフェロー）
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を見渡せるものを編集する予定でございます。その際、

各地で開催されている研究会やシンポジウムでどのよう

な議論がなされたのか、研修の内容など、記録として残

せるようなものを作る必要を感じています。また、今ま

で発信した情報に対して、不足しているもの、あるいは

求められている情報を整理し、もう１つの媒体であるイ

ンターネットで補っていくことを、来年度の課題として

考えています。

次に、インターネットによる配信について取り上げ

ます（図５）。当事業のホームページが開設されたのは、

事業開始から８か月後の平成 27 年３月でした。当初は

14 のコンテンツが作成され、主に事業の目的や組織の

構成を表示するというサイト構成でした。その後、翌年

度には英文サイトを開設し、平成 28 年度からは事業の

実施状況を掲出しています。今年度は防災ネットワーク

推進室の事務局にスタッフを増員していただけたという

こともあり、更新の頻度を増やしつつ、問い合わせの

フォームを設置し、開催中の文化財関連の情報、つまり、

今開催されている案件のリアルタイムの情報を充実させ

ていこうとしております。

アクセス状況は、開設時から逐次の統計を取っていま

す（図６・７）。こちらのグラフは、青が１日の平均閲覧数、

赤が１日の平均訪問者数です。訪問者数は、30 分以内

に同じところからアクセスされたユーザーをカウントし

ないという方法です。紫が月間の合計訪問者数、緑が月

間の合計閲覧数です。こちらの曲線のように、アクセス

数は事業年度を重ねるにつれ上昇する傾向にあります。

月間のページビューは、開設から２か月経過した平成

27 年５月の段階で 8,401 件／月であったものが、統計

が取れている直近のデータ、平成 29 年 12 月段階では

34,955 件／月と、４倍の伸びとなっています。

次に、アクセス傾向の特徴的な部分を見ていきたいと

思います（図８）。平成 27 年度、つまりホームページ開

設から最初の１年間については、月間で 8,000 から１万

のアクセスになっています。しかし６月と 10 月――表

中の赤で表示している部分――で、突出しているところ

がありますけれども、この部分だけは一桁多くなってい

ます。６月が 21 万アクセス、10 月に 17 万アクセスと

いう記録は、その後一度も更新されていません。

この非常にアクセスが集中した６月に、ホームペー

ジ側で何をしていたかと申しますと、平成 27 年３月 14

日に国連防災世界会議の関連文書をアップしています。

タイトルとしては、国際専門家会合「文化遺産と災害に

強い地域社会」東京戦略会議結論文書というものをホー

ムページに掲載したタイミングです。この関連情報は、

ICOM、IFLA、外務省、文化庁、国立国会図書館など

のホームページにも掲載されましたので、そちらからの

アクセスもあったと思われます。そして２つ目の山、10

月は、茨城県常総市で水害が発生した翌月に当たります。

この、大きな災害後にアクセスが集中するというこ

とについて、もう少し見ていきたいと思います（図９）。

こちらのグラフは、過去４年間の１日の平均訪問者数を

時系列グラフにしたものです。10 万アクセスを超えた

平成 27 年度の２ポイントは、同じグラフに入れますと

突出して推移グラフが見づらくなってしまうので、抜い

ています。先ほどご覧いただいたグラフの一番下の赤の

線です。ご覧いただくとお分かりのように、いくつかの

山があります。

この山は、最初のタイミングが常総市の平成 27 年９

月関東・東北豪雨の翌月、次が熊本地震、次が鳥取県中

部地震、最後が平成 29 年７月九州北部豪雨災害の翌月

に当たります。災害が起きた翌月にアクセスが非常に増

えるということが示されました。

図７のグラフからは、コンテンツの更新回数とともに、

緩やかにアクセスが上昇しているということが分かりま

すけれども、一時的に社会から大きな関心が寄せられる

タイミングは、大きな災害後であるということが分かり

ます。

国別のアクセス割合では、現在は日本が多くを占めて

います。私がインターネットを担当するようになったの

は平成 29 年４月からなのですが、４月から日本語のみ

を優先的に更新してまいりましたので、英文サイトの更

新は止まってしまっています。これは今後の課題ではご

ざいますが、英文のサイトの更新が減っているという理

由で、必然的にアクセス件数が下がっていると思われま

す。

ウェブによる情報発信についてまとめます。成果と申

しますか、ここでは分かった特徴を含めて、お伝えした

いと思います。まずアクセス数が増加傾向にあるという

ことと、国連世界防災会議関連の発信があったあとには

アクセスが急増していたということ。大規模災害後にア

クセスが非常に伸びていること。コンテンツを増やして

いく、更新の回数が増えれば、それに比例してアクセス

数が高まっていくということが分かりました。課題は、

前半でお話ししました公開事業――研修やシンポジウム

等、あるいは参画団体が開催しているものも含めて、告

知の件数を継続的に上げていくことです。それにより、

ウェブへのアクセス数は高まって参ります。

災害時には様々な方がホームページをご覧になる傾向

が分かりました。例えば、そういった方々が求めている
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ような情報をホームページに掲載していくことが必要で

す。また、経由国が国内に偏っていること。今後 ICOM

京都大会 2019 が開催されますけれども、それに備えて

英文サイトを充実させることでアクセスは増えていく、

認知度も向上していくのではないかと思います。

冒頭に申し上げました、情報発信を通じた文化財防災、

ということを達成するためには、情報提供を増やしてい

くこと、そして、災害時に役立つ情報提供をホームペー

ジで行うこと、この２本を来年度の課題としたいと思い

ます。公開事業も引き続き行っていきますので、インター

ネットと相補的に運用し、課題に取り組みたいと思いま

す。以上です。ありがとうございました。

【司会】ありがとうございました。情報発信のニーズ

というのが、こうやってはっきり目に見えるとどきっと

しますね。頑張ろうと思います。
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図 1　情報発信

図 2　発信媒体
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図 3　動員数

図 4　年度別開催件数、地域
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図 5　コンテンツ更新状況

図 6　アクセス数
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図 7　推移

図 8　特徴１
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図 9　特徴２
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【司会】では最後、萬納さんお願いします。

【萬納】九州国立博物館の萬納と申します。今回は「博

物館における文化財防災の展示について」という題目で

発表させていただきます。配布資料としてＡ４版１枚、

両面印刷のものをご用意させていただきました。どうぞ

よろしくお願いいたします。

現在、九博では３月 13 日に開幕する『災害に学ぶ・

備える～熊本地震と文化財レスキュー～』という特集展

示の準備を進めております。私は昨年の 10 月からその

準備を担当させていただいておりまして、今回はその展

示に関する発表をさせていただきます。展示においてご

紹介する内容は、推進事業の熊本対応における活動で

得られた成果で占められています。平成 29 年度からは

熊本県主体で文化財レスキュー事業が進められています

が、この展示を含めて、今後、情報発信をどのようにし

ていくかということが検討課題となっております。

シンポジウム等もその候補の１つではありますが、や

はりどのような文化財がレスキューされたのか一般の方

に知らせるには博物館で展示をすることも重要なので、

その可能性も模索されているところです。今回の九博の

展示は、それに先んじて実施されるのですが、被災文化

財をどのような形で展示をして、今後の文化財防災につ

なげていくかという議論のきっかけになればという思い

で準備を進めています。

災害に関する展覧会というとかなり種類があり、個人

的には東日本大震災以降、特に実施件数が増加している

ような印象がありますが、まず熊本地震に関する展覧会

でどのようなものが実施されたのか、ご紹介したいと思

います。

１つ目が平成 29 年の４月から５月にかけて実施され

た熊本県立美術館の『震災の復興のメモリー＠熊本　歴

史にみる地震の爪あとと、復興を目指す人々のあゆみ』

です。この展示においては地震が起きてから急ピッチで

進められた調査研究によって光が当てられた古文書や、

絵図、そのほか関連資料によって熊本の震災史をたどる

という構成になっています。過去を振り返ることによっ

て、熊本地震発生の背景をより深く理解することで、今

後の備えの手掛かりになるということが意図されていま

す。

２つ目は、熊本市現代美術館で平成 29 年５月から７

月に開かれた『熊本市被災文化財のいま』という展覧会

です。基本的にはパネル展示によって構成され、県や国

の指定文化財となっている建造物 13 施設の被災前後の

写真が展示されたほか、未指定ながら江戸時代の歴史的

景観を残した町屋の現状についても写真や映像で伝えら

れました。実物資料としては２度の震度７によって倒壊

してしまった熊本洋学校教師館、通称ジェーンズ邸の部

材が展示され、ほかには専用のゴーグルを装着すること

で来館者が熊本城のバーチャルリアリティを見ることが

できるというコーナーが設けられていました。

もう１つが熊本県博物館ネットワークセンター、文化

財レスキュー事業の現地本部を置かせていただいている

ところですが、そちらで平成 29 年７月から９月にかけ

て「熊本地震と文化財レスキュー」、が実施されました。

こちらは熊本地震発生以後の文化財レスキュー活動の概

要や、レスキューされた一部の資料、地震を引き起こし

た断層のはぎ取り標本が展示されました。

これら３つの展覧会を大きく分けると、過去の震災の

歴史を示す文化財を展示して、そこから今後の地震への

対応の啓発活動につなげる、もしくは、今現在行われて

いる文化財レスキューについて紹介する。この２つに分

けられると思いますが、今度、九博で実施する「災害に

学ぶ・備える～熊本地震と文化財レスキュー～」展はそ

の２つの要素をあわせもった展覧会となります。

図が展覧会のポスターになります。会期は平成 30 年

３月 13 日から５月６日の８週間、会場は九博４階の文

化交流展の第１室となります。配布資料にも記載してい

るとおり、15 点の作品で構成されます。

展示の趣旨としては、平成 28 年 4 月に起きた熊本地

震から２年を迎えるにあたり、熊本における地震の歴史

を振り返るとともに、熊本地震における文化財等の被害

博物館における文化財防災の展示について

萬納 恵介　　（九州国立博物館アソシエイトフェロー）
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の実態や被災文化財のレスキューの取り組みについて紹

介するということ。もう１つが文化財レスキューの現場

が、埋もれた歴史の再発見や大切な品々を知らせる先人

たちの工夫を知る機会となったことから、これを紹介す

ることで文化財を後世に伝える意味と重要性について展

示で伝えていくというものです。

構成としては、第１章から第３章までの３章構成と

なっています。これからそれらの章について一部の展

示資料の解説を加えながらご紹介します。まず１つ目が

第１章「熊本地震の歴史、天災は忘れたころにやってく

る」という章です。熊本地震発生当時、まさか熊本でこ

のように大きな地震が起きるなんて、ということがたび

たび聞かれましたが、その大きな地震というのはマグニ

チュード 7.0 を超える地震のことを指し、東日本大震災

をうけて作成された企業誘致のためのサイトでも、熊本

ではここ百数十年にわたり、マグニチュード７を超える

地震は起きていないということが紹介されていたようで

す。ただ、歴史を紐解いてみますと、マグニチュード５

や６、あるいは７に限りなく近いような規模の地震とい

うのはこの 100 年の間にかなり起きています。配布資

料の２ページ目がその年表となっているのでご参照いた

だきたいのですが、今回の展示では熊本城に大打撃を与

えた江戸時代と明治時代に起きた地震についてご紹介し

ます。

江戸時代の地震を語る記録の１つが No. ２『万覚書

（よろずおぼえがき）』です。これはまだ細川家が小倉藩

を統治していた時代の奉行所の執務日記です。寛永２年

（1625）に、地震が起きたときのことが記されています。

当時、熊本は加藤家が統治していた時期で、地震が起き

たあとに、小倉の細川家から熊本の加藤家へ出された地

震見舞いの使者が小倉に帰ってきたあとに報告した内容

が記されております。

概要を申し上げますと、寛永２年の夜に肥後で「大な

え」（大地震）が発生し、地震によって天守をはじめと

する城内の建物は瓦や梁が落ち、から木立のように柱ば

かりが残ってしまったこと。地震によって城中の即死

者は 50 人にのぼること。火薬庫が出火、爆発して周囲

500 メートルから 800 メートルの家が吹き飛び、爆発に

よって石垣の石材や屋根瓦が３～４キロ離れた土地まで

飛び散ってしまい、また重臣の屋敷も被災したというこ

とが記されております。

続いて、明治 22 年の地震です。明治 22 年（1889）

７月 28 日の午後 11 時 15 分に発生した地震で、震源は

現在の熊本市西区に位置する金峰山付近であるとされ

ています。地震の規模は推定マグニチュード 6.3 で、死

者 21 人、全壊家屋 230 棟にのぼる被害が出ております。

明治維新後の近代日本が経験した、都市直下型地震のか

なり早い事例の１つとして知られています。

この当時、熊本城には旧日本軍の陸軍第６師団が設置

されていて、熊本城の被害は第６師団から報告された内

容を記した資料が宮内庁や熊本県立図書館などに所蔵さ

れているので、地震の状況を詳細に知ることができます。

また、地震発生後に当時熊本で活動していた写真師の富

重利平が 11 枚ほどの写真を撮影しています。そのうち

の一枚には、平成の熊本地震で奇跡的に石垣が残って倒

れなかった飯田丸五階櫓が明治の地震でも被災して、石

垣が大きく崩れる被害を受けた様子が写っています

熊本市内の学校教師であった江藤氏という人物の日記

（No. ６）においては、地震が起きた７月 28 日、夕食後

に就寝しようとしたら地震が起き、建物は音を立てて大

きく揺れ、体が左右に揺れたこと。その後も余震が頻発

して全く安眠できなかったということが記されていま

す。

翌７月 29 日は、学校教師ということで通常どおり出

勤し、出席者は少なかったものの、授業を実施すること

はできたようです。ただ、余震がかなり頻発して、建物

が動揺し、出席した生徒の恐怖がかなり激しかったとい

うことが記されています。地震に対する江藤氏の印象が

細かく書かれていて、注目される資料です。

次に、熊本で初めて発行された新聞、白川新聞の創始

者である水島貫之が出版した No. ７『熊本明治震災日

記』という書籍です。地震の被害や避難の状況だけでな

く、人々の地震の受け止め方をも伝える資料です。冊子

に載っている挿絵は富重利平が撮影した写真を参考にし

て制作されています。もう１つ、現在の熊本市坪井にあ

る見性寺の墓地の墓石が転倒したことを紹介する箇所が

ありますが、同じく富重利平が撮った写真を基にスケッ

チされております。

この第１章を踏まえて、第２章として平成 28 年の熊

本地震と文化財レスキューについての紹介となります。

明治の地震から 130 年余りたってから起きた地震です

が、その地震を受けて人々がどのように活動してきた

かをご紹介する章となっています。ここで文化財レス

キューの事業に関する概要も紹介し、レスキューされた

文化財の紹介もします。

No.11 は文化庁所管によるレスキュー事業の開始前に

レスキューされた資料ですが、江戸時代に作成された文

書箱に多くの古文書が入っていました。この資料は平成

16 年に熊本大学によって調査を受けていて、そのおか

げ地震前から所有者が文化財の重要性を自覚することに
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つながり、今度の地震においても迅速にレスキューされ

た資料の１つです。

No.13 は細川家が所蔵しておりました文化財で、現在

は、熊本県立美術館が保管しているものです。被災後に

九博の修復施設で修理を受け、平成 28 年度中に美術館

に返却されました。地震によって銀製の徳利の蓋のつま

みが折れてしまったり、重箱の隅の漆が剥落してしまっ

たり、徳利を入れる台枠に亀裂が入ってしまうという被

害を受けました。No.12も細川家の文化財で、地震によっ

てグラスの足が折れてしまい、同じく九博で修復された

文化財です。

第３章は大地震が起きた際に被災した文化財をどのよ

うに守ってきて、救出された文化財がどのような歴史を

経てきたかについてご紹介します。八代市に所在する松

井文庫の蔵では、蔵の外壁は被害を受けたものの、内部

の資料に損傷等は無く、結果として蔵に文化財、資料

を保管していくことの有効性というのが分かった１例と

なっております。

No.14 は昨年の４月にレスキューされた甲冑です。草

摺という部分に「宣紀公」、「一番」と墨書された木札が

付いています。「宣紀」というのは肥後細川家の第４代

藩主である細川宣紀のことです。この木札だけで見ると、

宣紀が使っていた甲胄がレスキューされたのかというこ

とになるのですが、甲胄の形状を考慮すると、藩主が使

用していたとするにはいくつかの問題があるということ

です。では、この甲胄によってどのようなことが判明し

たかですが、永青文庫所蔵で、現在、熊本大学附属図書

館に寄託されている『細川家』文書（No.15）に甲冑が

登場するのです。

古文書の内容は、明治５年（1872）４月７日に「大矢

野次郎八」という人物が「宣紀公一番」と名付けられた

甲胄を預かったという預かりの証書です。明治４（1871）

年の廃藩置県のあとに細川家の武器、武具を家臣が預か

るという活動があったことが細川家、永青文庫に所蔵さ

れていた文書から判明しています。同じような預かりの

証書は 200 件近くあるのですが、ほとんどは預けられ

た実物との照合ができない状況にありました。しかし、

この甲胄がレスキューされたことで、初めて証書と実物

資料が一致しました。旧主の武器・武具を預かる活動が

細川家家臣団の間であったという、知られざる歴史が判

明した、そういう物語の資料として注目されるものです。

以上で、発表を終了させていただきますが、今回、特

に第２章以降で取り上げる資料というのは、今後常に平

成の熊本地震をくぐり抜けてきた文化財であるというこ

とがついて回ることになろうかと思います。そういった

側面を震災当時のつらい記憶を想起させる、いわばマイ

ナスの面と見て取るか、無事救出して守り伝えられてき

た文化財ということで、文化財保存の重要性を啓発する

プラスの面を強調する資料になるのか、今後、いろいろ

な検討がなされていくかと思いますが、ぜひ皆さまには

この展示をご観覧いただいて、そういったことを意見交

換する場となれば幸いと思っております。以上で報告を

終わります。ありがとうございました。
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アソシエイトフェロー研究成果発表会 平成 30 年 1 月 31 日

博物館における文化財防災の展示について

 九州国立博物館　萬納恵介

特集展示「災害に学ぶ・備える～熊本地震と文化財レスキュー～」の概要

趣　旨　　 平成 28 年熊本地震から２年の節目を迎えるにあたり、熊本における地震の歴史を振り返るとともに、熊本

地震における文化財等の被害の実態や被災文化財のレスキューの取り組みについて紹介します。また、文化

財レスキューの現場は、埋もれた歴史の再発見や大切な品々を守り伝える先人たちの工夫を知る機会となり

ました。文化財を後世に伝える意味と重要性について合わせて紹介します。

会　期　　平成 30 年３月 13 日（火）～５月６日（日）　８週間

会　場　　九州国立博物館　４階　文化交流展　第１室

主　催　　九州国立博物館

共　催　　熊本県、熊本県教育委員会、文化財防災ネットワーク推進本部

協　力　　 九州・山口ミュージアム連携事業実行委員会、熊本県博物館連絡協議会、熊本県立美術館、熊本県立装飾古

墳館、熊本県立装飾古墳館分館歴史公園鞠智城・温故創生館、熊本県博物館ネットワークセンター、熊本県

立図書館、熊本市、熊本市教育委員会、熊本城総合事務所、熊本城調査研究センター、熊本博物館、熊本大

学永青文庫研究センター、熊本被災史料レスキューネットワーク

展示構成・出品リスト

１章　熊本地震の歴史　～天災は忘れた頃にやってくる～

① 熊本城石垣の石（熊本城調査研究センター）　

② 万覚書（公益財団法人 永青文庫所蔵　熊本大学附属図書館寄託）

③ 部分御旧記　災変部（公益財団法人 永青文庫所蔵　熊本大学附属図書館寄託）

④ 熊本県公文類纂　熊本県大震始末　附録（熊本県立図書館）

⑤ 己丑　明治二十二年日乗　平川家文書（熊本県立図書館）

⑥ 日誌　明治二十有二季七月以降（熊本県立図書館）

⑦ 熊本明治震災日記（熊本県立図書館）

⑧ 震災ニ関スル諸報告（宮内庁書陵部宮内公文書館）

　

２章　平成 28 年熊本地震と被災文化財レスキュー　～様々な人達に支えられて～

⑨ 二次調査表・搬出台帳・荷札・マジック・調書（九州救援対策本部）

⑩ 富嶽之図（熊本・個人）

⑪ 文書箱と古文書（熊本・個人）

⑫ 青貝微塵蒔絵提重（公益財団法人 永青文庫所蔵　熊本県立美術館保管）

⑬ リキュールグラス（公益財団法人 永青文庫所蔵　熊本県立美術館保管）

３章　大地震を乗り越えて　～文化財を後世に伝える～

⑭ 【レスキュー資料】黒革紺糸威胴丸（熊本・個人）

⑮ 「宣紀一番」具足御預りの證書（公益財団法人 永青文庫所蔵　熊本大学附属図書館寄託）
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【司会】午後の部の発表につい

てコメント、ご意見、感想ある

方お願いします。このあとに内

田先生と浜田先生にコメントい

ただきますが、その前に皆さん

の中から何かありますか。はい、

小泉さん。

【小泉惠英（九州国立博物館）】

六人部さんの茨城県の文化財関

係団体の相関関係図というのは、

これは六人部さんが作ったもの

ですね。

【六人部】そうです。茨城に関

しては、一度県内で図で挙げた

団体と一堂に会してお話しをさせていただいたことが

あって、その時に関係図を見ていただいてご意見はいた

だいております。

【小泉】はい。ありがとうございます。

【和田浩（東京国立博物館）】全体的なコメントになり

ますが、研究成果発表と実績報告というのは別カテゴ

リーだろうなと思うのです。本日はそれらが混在した発

表内容だったと感じました。その点については、本来的

には各施設の部長、課長あるいは室長といったいわゆる

“ 保護者 ” に当たる人が AF の方々の研究を導いていか

ねばならないのですが、なかなか難しい状況もあるかと

思います。そうであるならば、なおさらこうした研究成

果発表会の開催にあたってもう少し事前に何かしたほう

がいいのではないかな、という気がします。いきなり、

このように年度末で修正が効か

ないような状態で開催するので

はなくて、中間報告会とかヒア

リングとかそのようなものを実

施した方が良いのかなと思いま

す。

そもそも各自が年度当初に研

究計画書を出しているわけでは

なくて、予算の要求書しか出していないというような状

況があります。従いまして、推進室の方で――あるいは

ワーキングを作ってもいいのですけれども――、研究を

実践的な方向に導くようなかじ取りっていうのが必要な

のかなというふうには感じました。

【司会】はい。ありがとうございます。その辺は皆さ

ん任せのところが多分にあったと思いますけれども、そ

ういったことについても注意を払いながら、皆さんに集

まってもらう機会も設けながらやっていきたいと思いま

す。ありがとうございます。その他にありますでしょう

か。いいでしょうか。

今日、まだ実は煮詰まってないのですけれども、何人

かの方にはお話ししているのですが、３月 19 日に東京

で会議、研究協議会を１つ開きます。これはもう少しし

たら詰めたところのものをお送りします。明日、文化庁

へ行って話をします。そこで詰まると思いますので、そ

れでお話ししますが、全国の都道府県の文化財所管の課

長にお集まりくださいということで、研究協議会を開き

ます。これについては先ほど来、ずっと出ていますけど

も、やはり行政の立場の人、それから、それ以外の立場

の人たちが県によってはこれも１つの何か連携体制がで

きているという図式の描けるところもあるし、そうでな

いとこもある。そもそもこういう呼び掛けをしに行きた

いのだけど、というふうに連絡すると、来なくていいと

いうようの反応をもらったりするようなところもまだあ

るという状況です。

その中で東京都の教育庁の課長代理の原眞麻子さんに

東京都の三原山の噴火のときと、それから東日本のとき

の取り組みについてお話しいただきます。それから、兵

庫県の柏原正民さんに関西広域連合の取り組みと、兵庫

県の取り組みというのをお話しいただきます。それから、

福岡県の、この間推進会議でお話しいただいた杉原さん

に、去年の九州北部豪雨のときの福岡県の取り組みにつ

いてお話しいただきます。

それで、むしろはっきりと行政の立場として県、都道

府県、行政の立場としての文化財防災というものはどう

いう責任を認識してやっているのかということを、１回

はっきりと皆さんの話し合いの中に挙げたほうがいいの

ではないかなというふうに思いましたので、それをしよ

質疑応答
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うと思っています。今日聞いていてもいくつもそういう

話題が出てきて、色々なケースということでそれぞれ訪

問しながらの苦心というのもさぞかしあるのだろうと思

います。全体像をどうやってまとめていくかということ

については、さっき午前中にも話したようなことも含め

て進めていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

全部をまとめていくというのはなかなか至らないとこ

ろもありますけれども、皆さんどんどん意見を言ってい

ただいて、そしてそれで考えをつくっていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。
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【司会】それでは、今日有識者会議の委員として内田

先生と、それから浜田先生にお越しいただいていますの

で、コメントを頂戴できればと思います。

【内田】有識者会議の内田です。

皆さん、いい発表お聞かせいた

だいてありがとうございました。

和田さんがおっしゃったよう

に、研究報告とそれからアソシ

エイトフェローの方々が所属し

ている機関の活動報告と２つに

分けることができるかなという

ふうにも感じたのですけれども、いろいろバックグラウ

ンドというか、そうならざるを得なかった部分というの

も私、分かりますので、そういうふうに感じる部分があっ

たということは申し上げておきますけれども、そこで止

めておこうかなというふうに思います。

一番初め、確か初年度だったと思うのですけれども、

神戸大学でアソシエイトフェローの方々にお集まりいた

だいて、文化財防災というのはこんなもんだよという紹

介をした機会が１回あったと思います。そのときに、皆

さんのお顔とか、お話ししていることを拝聴しています

と、これは５年間勉強しなきゃいけないことたくさんあ

るな、というふうに感じておりました。

ところが、今日お聞きしていますと、結構、成長の跡

が、こういう内輪の話ですからざっくばらんに言わせて

いただきますけども、成長されたなと感じました。これ

は皆さん、それぞれの機関の所属長の本来業務というか、

やらなければならないことの傍ら、ご指導があったから、

それから何よりも岡田室長が後ろからお尻を叩いていた

のかなとも思います。そういう先達、先輩方のご苦労の

結果かなとも思います。

個別のことを少しお話ししますと、トップバッターの

内田さんのお話しは、非常に細かな話で、津波を受けた

資料、主として紙資料だと思うのですけれども、これの

塩分を抜くという作業を続けられているということ。臭

いとか細菌とか、その辺のことを着目されて進められて

いる。成果はありましたけれども道半ばというか、これ

は非常に問題として種々、いろいろな種類の問題を含み

込んでいるものと格闘しているわけですので、そんなに

すぐに成果が出てくるというほどのものではない。塩分

は抜けますけれども、そのあとまた次々と問題が起こっ

てくると思っていますので、引き続いて精進されること

を願っています。

そして、宮田さんのご発表は、私は昔ある民間の文化

財研究所で、お話にあった出土漆製品を保存処理してい

たときのことを思い出して、やっぱり下地のあんまり

しっかりしてない漆器というのは、なかなか手ごわいな

ということを感じました。CT の装置が入ったというこ

とで、いろいろな面白い結果が出ているなと思っていま

す。これからどうされるのかなというのは、引き続いて

おやりになるのかな、それとも途中で切り上げられるの

かなというのは気になっているところです。

松崎さんの動物標本に関しては、資料をどういうふう

に保存していくのか、研究していくのかというのは、こ

の文化財防災ネットワーク推進事業の中では自然史系の

方々、彼らはよく発言される方々なのですけれども、私

は不勉強でよく実態は分からなかった。私自身が漠然と

しか分からなかったのが非常にクリアになりまして、こ

れはお勉強させていただいてありがたいです。自然史系

の方々とは一緒にやっていくことができるのではないか

な、という思いのきっかけのようなものがつかめまして、

ありがとうございました。こういう具体的な結果を次々

出していただくとありがたいです。

それから中島さんの、地域防災計画の各県の取り組み

についてのまとめ。私の次に講評くださる、浜田先生が

少し手掛けておられた部分も引き継いで、さらに豊かに

なってきているなと思っています。「おおよそ情報」と

いう括りの作り方。これは昨日、山川先生が預り証を発

行するときに、信頼関係でもって記述は一括とされたと

ころを思い出しました。やはり災害資料あるいは災害に

備えるための目録作りというのは、時間の制限もある

等々のところで、そういう１点１点というところまでは

なかなか難しい、そこをどうやって乗り切るのかという

のが１つヒントとして出てきたのではないかなというふ

うに思っています。もちろん、これ以外のところでもす

ごく勉強になりました。

六人部さん、ご発表が、関東で人的ネットワークを作っ

講評

内田 俊秀　　（文化遺産防災ネットワーク有識者会議座長）

浜田 拓志　　（文化遺産防災ネットワーク有識者会議委員）
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ていこうというご苦労の跡がよく出ていました。六人部

さんのおやりになっていることは、六人部さんと、たぶ

ん、各府県の、都道府県の担当の方々との個人的な密な

関係っていうのが出来つつあるのではないかなというふ

うに思います。現地に行くということは、現地に行って

話をするということは、そういうことがあって、ここは

非常に大事なところだと思います。文化財を扱うという

のは、やはりそういう人間の信頼関係がないと前に動い

ていかないというところがあります。そこはぜひ、六人

部さんの次の方がどなたになるのか、あるいは六人部さ

んがずっとおやりになるのか、私はよく分かりませんけ

れども、そういうふうな関係が向こうも切れる、こっち

も切れる、だけれども全体としては続いていくというふ

うなところが確保できたらいいなというふうに思いまし

た。

それと、現地へ行くっていうことは大事ですね。プラ

グマティックな点では、一時保管所をどこに設けるかと

いうことのヒントを得ることはできますけれども、もう

１つ、やっぱり、山がどこにあるのか、川がどこにある

のかっていう地理勘を本人が持っておく。これは実際に

レスキュー等をするときに大事な要素だと思います。

次が松沼さん。松沼さんもやはり県に出掛けて行って、

いろいろな調査をされているわけですけれども、私、い

つも思うのは、県のお役人の人と、市、町、村のお役人

の人が、肌感覚が違うのですね。特に、災害が起こった

ときに、市、町の人は、多くの人が、避難所詰めをするケー

スがあります。それ以外にも、避難者と被災者と、顔と

顔を合わせて活動していくわけですね。ところが県はそ

こから一歩引いて全体のことを見ようという傾向がある

と思います。そうすると、その辺はもう、お役人の方々っ

ていうのは非常にはっきりとそういう考え方を表に出さ

れますので、当然、われわれのほうもそれへの対応とい

うか、どういう協議会をつくっていくかとか、あるいは

どういう関係をつくっていくか、何を情報として提供し

たらいいのかというふうなことでも、そこは、少し考え

て接したほうがいいかなというふうに思います。これに

ついては、３月に、先ほど岡田室長が言われたように、

県の課長さんクラスを集めて１回、会議、開かれるそう

ですので、そこで実態がよく分かってくるのではないか

なというふうに思っています。

近藤さん、立命館大学の UNESCO Chair に参加され

たご経験は非常に良かったのではないかなと思います。

これは世界の人たちと一緒に動いたということで、非常

に得るものが大きかったのではないかなと思います。私

も２年ぐらい前にローマの ICCROM へ行ったときに、

そこでちょうど同じような防災の授業をやっていまし

て、参加者の経験も知識も本当に様々で、でこぼこ、興

味の対象が違う人たちを相手に防災っていうのは何なの

か、文化財を災害から守っていくということはどういう

ことなのか、ということを立場の異なる人と進めていく

ことの困難さを知ることができた。どういうトレーニン

グが必要なのか、ということが実施できたかを、近藤さ

んが自分自身をもう１回客観的に見られたというふうに

考えたなら、非常に勉強になったのではないかなという

ふうに思います。

井上さんのご発表。私は最初、井上さんのお仕事は縁

の下の力持ちの仕事かなと思ったら、何々、もう、我々

の仕事が社会からどういうふうに見られているのかって

いうことの一部を浮かび上がらせてくれて、参考になり

ました。これはやはり、ホームページへの訪問者数を増

やそうという気持ちが、むらむらとわき起こったり、誘

惑に捕らわれ・絡め取られてはいけない、内容で勝負し

なければいけないなと反省しました。やはり英語とか中

国語でのホームページの充実ということも、これからの

課題であるなというふうに思いました。

それから最後の萬納さんの活動報告。熊本地震でもや

はり資料をレスキューして、そしてそれを精査すること

によって、またわれわれはこの熊本の地震対応を意味あ

るものとして次の世代へ伝えていくことができるという

こと。これは、多くの歴史学者の方のご研究の成果でも

ある、とも思うのですけれども、こういう活動もわれわ

れの活動の一部であるというふうに考えるならば、われ

われの活動の価値が再認識されたのではないかなという

ふうに思いました。

ちょっと雑駁なところで、時間をだいぶ取ってしまい

ましたが、終わります。

【司会】ありがとうございます。

【浜田】浜田です。今日はアソシエイトフェローの皆

さんの大変充実した発表を聞か

せていただきまして、ありがと

うございました。勉強になりま

した。今、内田先生が、非常に

的確なコメントをしてくださっ

たので、私のしゃべることはな

くなってしまって困っています

けれども。

先ほど、和田さんがおっしゃいましたけれども、アソ

シエイトフェローの皆さんに対する、指導者の方による
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指導というのが確かに必要だと思います。コミュニケー

ションが大事だということも確かにそうです。しかし、

私はまた少し違う観点から、アソシエイトフェローの皆

さんが自分で考えて想像力を働かせ、色々な要素を結び

付けるという、この点に絞ってコメントをさせていただ

きます。

松崎さんは、自然史情報についての文献をきちっとま

とめて引用しておられましたけど、あれはどなたかの指

導があったのですか。

【松崎】僕が調べました。

【浜田】はい、それでいいと思います。それから中島

さんも、県の文化財担当者と話したときの、その地域防

災計画の疑問からスタートしています。そこから始めて

あそこまで持ってきている。単なる文献の精査ではない

ということですね。地域防災計画と、県の担当者とか自

分の問題意識と循環させているという点にオリジナリ

ティーを感じています。

それから六人部さんと松沼さんは、ある県で調査した

最新の成果を他府県に持ち込んで、そこでの防災体制の

アドバイスに活かしていますが、これも非常にオリジナ

リティーがありますよね。

それから井上さんもやはり同じで、インターネットで

発信すると言えば簡単ですけど、じゃあ、どのような情

報を選択するかとか、推進室のホームページでどんなふ

うに見せるかとか、いろいろなことを考えないといけな

いわけです。これにもやはり結び付ける能力や活動が必

要です。その推進室のホームページを拝見しますと、結

びつける活動は、すでに始まっているという印象を受け

ています。

萬納さんはもちろん熊本の災害史と展覧会とレス

キューを結び付けているわけですから、まさに結び付け

ている作業をやっておられると思います。

宮田さんと近藤さんの PPT からは、なかなか皆さん、

お分かりにならなかったかもしれないのですけど、私も

一緒に和歌山県内のある町の文化遺産の調査をやってい

まして、そのときにこのお２人は私が気付かないことに

も気付いて、アドバイスをくれることがあります。そう

いう見方もあるのだな、と私が学んでいるところがあり

ます。ですから今日はもう少し発表の時間が長かったり、

和田さんがおっしゃる中間報告があったりしたら、そう

いうものも盛り込んで、もう少し幅のある発表ができた

のではないかと思います。

いずれにせよ、自発的に考えて、想像力の羽を広げて、

いろいろな要素を結びつけていくということをこれまで

以上に進めていただければと思います。

以上、私のコメントでした。ありがとうございました。





73

文化財防災ネットワーク
推進事業アソシエイトフェロー

研究成果発表会

アマトリーチェでの 2016 年８月の地震の際の建造物の損傷、 

及びイタリア文化財省のレスキュー組織

カミッロ・ヌティ　　（ローマ第３大学建築学部教授）

【二神葉子】ローマ第三大学（Roma Tre University）

のカミロ・ヌティ教授です。ローマ第三大学の建築学部

（Faculty of Architecture）の先生でいらっしゃいます。

ご専門は土木です。

皆さま、アマトリーチェで地震が二回起きたのはご存

知だと思います。先生は 2016 年 8 月 24 日に発生した

地震の後に、確か複数の大学でチームを組まれて、現地

の調査に入られています。それ以前にも、たとえばラク

イラなどで地震は起きていますけれども、その後に公共

施設に補強を入れた結果、2016 年の地震の時にはやは

りその近くでも揺れたけれども、建物にはあまり被害が

無かったと、そのような事例などもよくご承知でいらっ

しゃいます。

なぜそのようなことを申し上げたかといいますと、ア

マトリーチェの地震に限らないのですが、イタリアでは

とかく最近の補強によって被害が拡大したであるとか、

新しいもののほうがよく壊れるとかいったようなことが

言われています。しかしどうもそうではなくて、建物が

ほぼ全て壊れるような被害があったのですけれども、そ

れはやはり古いから崩れているとか、補強が入っていな

いから崩れているとか、そういった確認をされていらっ

しゃいます。

遠くにいらっしゃる方もいるので全員にはご案内をし

ていなかったのですけれども、おととい（1月29日）には、

東京文化財研究所でピサの斜塔についてお話しいただき

ました。もちろんピサの斜塔は傾いているわけですが、

そのような傾いた建物の、地震の揺れに対する応答につ

いても新しい知見を得ていますし、地震が起きた際の地

盤の挙動なども調べていらっしゃ

います。今後は建物本体について

も調査を進めていくということで

す。

今回、なぜ私がヌティさんを呼

んだかをご説明します。東京文化

財研究所ではカンボジア、アン

コールで遺跡保護の仕事をしてい

ます。その仕事では、ローマ第三大学で教えていらっしゃ

る別の先生、ジュリア・カネーヴァさんという先生にずっ

とお世話になっています。そのカネーヴァさんに、どな

たか地震に関係する研究をイタリアでなさっている方は

いらっしゃいませんかとお伺いして、ヌティさんを紹介

して頂きました。ヌティ先生には二回ほどお会いして、

すごく興味深いご研究をしていることを知り、ぜひ皆様

にもご紹介したく日本にお呼びした次第です。

今日のご発表は、アマトリーチェについて、それか

ら最後のほうにイタリアの文化財・文化活動省がレス

キューの活動をする際にどういった組織を作っているか

をお話しいただきます。後半の部分は彼の経験ではない

のですが、色々な専門家が集まって会議をした際に文化

財・文化活動省の方からご紹介された内容で、非常に興

味深いということと、我々に役に立つのではないかとい

うことで、今回は rescue の枠組みについてもご紹介を

頂きます。長くなりましたが、今日はこのような話を先

生からしていただきます。よろしくお願い致します。

【カミッロ・ヌティ】初めに、私をお招きくださった

ことを二神葉子博士に、私のプレゼンテーションを受け

入れてくださったことを貴機関ならびに文化財防災ネッ

トワークに感謝します。皆様とご一緒し、私が知ってい

ることを共有するとともに、皆様の非常に興味深い研究

から学ぶことは大きな喜びです。

この最初のトピックでは、2016 年イタリア中部地震

の影響を取り上げ、イタリア中部の小都市の状況を具体

的に見ていきます。続いて、イタリア文化遺産省の文化

遺産救済組織について手短に発表します。この２番目の

プレゼンは基本的に、文化遺産省危機対応ユニット責任

者を務める私の友人から聞いた話をもとにしています。

最初のプレゼンでは、まず 2016 年８月 24 日に発生

したイタリア中部地震後のアマトリーチェの被害を取り

上げます。これが震災前のアマトリーチェです。大地震

を経て 1300 年代に再建された町です。これは 2016 年

９月の震災後の航空写真。こちらはこれから考察する被
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害状況の写真です。

ここで協力者の方々にもお礼を申し上げます。大勢の

協力者がいます。私たちは地震工学会報に論文を発表し

ました。この論文は入手可能で、皆様にもコピーをお渡

しします。まだ承認されていませんが、すでに発表され、

入手することができます。

これは私の同僚たちで、ほかにも何人かいます。

ローマ第三大学の教授として、また中国・福州大学の

客員教授として出席できたこともうれしく思います。中

国では実に興味深い共同研究を実施しており、皆様方と

の協力も深めていきたいと思っています。ここに来るこ

とができたのは大きな喜びです（スライド A- １）。

これは震災後最初の視察で、若い同僚たちと私自身が

参加するグループのうちの何人かです。９月 12 日でし

た。

この後の概略についてご説明します。震災後に何が起

こったか。私たちは震災後のアマトリーチェを歩いてみ

ました。その時の状況をご覧いただきます。アマトリー

チェが被った損害に関する研究は、他にもいくつかあり

ます。というのも、イタリアで最も重要な作業の１つは、

迅速に損害を調査し、震災後の状況を可能な限り早く理

解することだからです。迅速に行動し、人とすべてのも

のを救済しなければならず、その中にはもちろん文化遺

産も含まれます。

そして、損害分類の問題。他の研究とは異なる実地調

査に基づく、詳細な損害マップをご覧いただきます。続

いて、４カ月以上にわたって各都市を襲った一連の震災

の発生直後における、地震の原因・結果の主要メカニズ

ムと脆弱性因子をお示しします。

次に、調査結果、観察された損害の詳細、いくつかの

結論を発表します。

ご覧のように、一連の地震は基本的に３カ月に及びま

した。その後も何度か発生し、2017 年１月に大きな余

震がありました。しかし、２回の激震は８月末に発生し、

マグニチュード 6.2、深さ約８キロメートルでした。こ

こに掲載してある一連の地震です。ここがイタリア中部

です。参考までに、この縮尺の距離は 40 キロメートル

です。ここはローマのすぐ北、ローマの約 80 キロメー

トル北で、まさにイタリアの中心、アペニン山脈の真ん

中です。この地震による損害は主として人的被害であり、

物的被害ではありませんでした。繰り返しますが、人的

被害です。実際に今回の震災後、多くの人々がこの地域

を去りました。アマトリーチェと多くの周辺都市で全住

民が避難しました。しかし、ご覧のように表面近くで発

生したので、非常に集中的な地震でした。ですから、地

震に見舞われた地域は非常に狭かったのですが、被害は

甚大でした。

２カ月後にも、また大きな地震がありました。マグニ

チュード 6.5 とより強力で、さらに北のここで発生しま

したが、すでに住民全員が避難していたため、犠牲者は

ほとんどいませんでした。これは一連の地震を示してい

ます。これが２つの断層で、これが断裂地域です。

これは地震の歴史です。1500 年代までさかのぼって、

この区域の歴史が詳細に記録されています。被害を示す

改正メルカリ震度階で見て、大きな地震が何度かありま

した。最初に記録された地震は 1650 年で、この時もア

マトリーチェがほぼ破壊されました。1700 年にも地震

がありました。そして最近の 20 世紀にも、この都市は

一連の小さな地震に襲われています。これで住民は自分

たちの家が十分に地震に耐えられると思い込んでしま

い、これが大きなマイナス要因の１つとなっています。

これは約 500 年の平均再現期間で見たイタリアの危

険度です。ここがローマ、80 キロメートル北東のここ

がアマトリーチェ。アマトリーチェは中心部にあり、こ

の地図で最悪の地域ではありませんが、非常に近く、こ

こをご覧ください。イタリアにはそのほかにも地震危険

度の高い地域がありますが、ここは最も高い地域の１つ

です。

建築形式は非常に旧式です。ご存じのように、日本と

違ってイタリアには石造建築、石造家屋の伝統がありま

す。

私たちが気付いたことについていくつかご説明しま

す。あまり興味がおありではないかもしれませんが。こ

れらのラインは、いわゆる「地動予測方程式」を使って

得られます。いくつかの数式に基づき、地震の発生源か

ら、断層から現場の影響を計算します。かつては距離減

衰式と呼んでいました。私は年寄りなので、距離減衰式
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と呼んでいます。震源の震度から、その場所の影響を引

き出します。ご覧のように、これが測定結果です。ドッ

トは器具を使って測定したものです。ご覧のように、一

般に短距離、20 キロメートル未満ではポイントが高い

ので、距離減衰式は影響を過小評価しています。平均距

離、平均では適切な推定値が出ますが、この現場は非常

に複雑なので分散が非常に大きく、長距離では影響が全

体的に過大評価されます。実際に、震源から約 100 キ

ロメートル離れると地震の被害がほとんどありません

が、距離減衰式は高めの影響を示しました。

さて、あの日、何が起こったのでしょうか。2016 年

８月 24 日に約 300 人が死亡、384 人が負傷し、約 5,000

人が家を失いました。本震は夜に発生、震源は近く、アッ

クーモリという都市の近くで、このマグニチュードでし

た。１時間後に発生した最大の余震、これは２回目の地

震で震度 5.5 でしたが、犠牲者はいませんでした。犠牲

者はアマトリーチェ、アックーモリ、アルクアータ・デ

ル・トロントに集中しており、ちょうどここのごく近い

場所、直線距離で 10 キロメートルの場所です。しかし

４カ月後、この群発地震が終わった時点では最終的な被

害が約20万棟に達し、約１万2,000人が家を失いました。

今回の地震で、それらすべての村落の大部分が揺るがさ

れ破壊されましたが、住民はすでに逃げていたので、そ

れ以上の被害者は出ませんでした。その意味では幸運で

した。前向きに考えることにしましょう。

このスライド（A-10）に青で示してあるのは、短期

の応答スペクトル加速度です。EPA は 0.1 ～ 0.3 秒の

応答加速度の平均を 2.5 で割った数値です。震源で最

も大きく、震源から離れるにつれて小さくなります。

EPA は小さい建物、３階建てよりも低いくらいの建物

の応答加速度です。茶色の線は改正メルカリ震度階で見

た影響です。震源では EPA と改正メルカリ震度階が十

分に一致しています。実際に、この地域では建物の大多

数が３階建て以下です。非常に古い町の非常に古い建物

で、石で造られているからです。震源から離れると、奇

妙なことに応答加速度はアマトリーチェからノルチャの

方向に大きいままですが、損害は北方向に大きいままで、

ご覧のように iso メルカリ曲線は iso EPA 曲線に関し

て歪曲しています。なぜでしょうか？多くの説明がある

かもしれません。最も簡単な説明は、建築の質が大いに

異なることです。ここのウンブリアでは、20 世紀の終

わりに何度か強い地震がありましたが、アマトリーチェ

区域のラツィオとカメリーノ区域のマルケでは影響が大

きくありませんでした。それらの地震の後、おそらく地

震の影響が大きかった地域で、より効果的な介入政策が

導入されたでしょう。その結果、ウンブリア南部の建物

はラツィオやマルケの建物よりも地震に強くなったわけ

です。しかし、教会はウンブリアでも大きな被害を受け

ました。ご存知でしょうが、文化遺産への介入は、建築

の質を保存するために普通の建物よりも抑えられます。

その結果、ほとんどの教会が被害を受けやすくなってい

ます。

入力の特徴の質。日本では、イタリアよりもはるかに

強い大地震が発生しています。しかし、イタリアで起

こったこれらの地震は震源の深さがわずか７キロメート

ルと浅かったので、隆起や褶曲帯の真上にいたら局所的

な加速度が非常に大きくなることがあります。そして実

際、アマトリーチェの断層の真上、ほんの数キロメート

ルの応答スペクトラムを見ると、スライド A-11 のここ

のこのラインが一方向になっており、ピーク地動加速度

は 0.87g で、少なくともイタリアでは非常に大きい数値

です。この数値は B 層土、この地域で平均的な中程度

に硬質の土壌の設計スペクトルの 500 年ピーク応答加

速度です。この入力は、非常に強く非常にまれな 1,000

年の応答スペクトルでも、通常予想できる数値の２倍を

超えていました。そして、短期間の最大スペクトル応答

を比較してみると、アマトリーチェではこのように 2.3g

を計測しました。1,000 年のスペクトルが最大約 0.9g

であることを考えると、これは非常に大きものです。そ

のため、これは小さい建物にとっては極めて強い地震で

あり、実際に多くの建物が崩壊しました。

1,000 年の平均プラス平均から１標準偏差離れたスペ

クトルでは、非常に短い期間、例えば 0.1 秒未満のスペ

クトルは、確率論的解析で確認できるものと一致してい

ます。

垂直加速度も強く、この地震が町の直下で起こったの

ですから明白です。ですから、垂直入力は強力でした。



76

文化財防災ネットワーク
推進事業アソシエイトフェロー

研究成果発表会

この構成要素、垂直的要素については、イタリア耐震規

準にもヨーロッパの規準にも特に規定がありません。直

下型地震について何らかの規定を検討できるでしょう

し、検討すべきであるように思われます。

さて、これ（スライド A-12）は８月の地震前後の町

の写真で、９月に撮影したものです。小さい村なのでざっ

と見て回りました（スライド A-13）。ここからスタート

してここを歩き、こことここへ行き、それからあそこに

行きました。

震災前後を比較しながら状況を示しています。何度

か余震があったので、現在でははるかにひどい状況に

あります。私たちがスタートしたのはここ（スライド

A-14）、よく覚えていませんが 700 メートルか 800 メー

トルほどです。これは震災前の写真で、地震でこうなっ

てしまいました（スライド A-15）。ご覧のように、この

建物は明らかに良い状態にありました。今ではすっかり

破壊されています。そしてこれも、震災前はちゃんとし

た建物で、非常に形が整っていました（スライド A-16）

が、これが震災後の姿です。あとで理由をご説明します。

そして10月の最後の地震のあとは何も残っていません。

この写真も震災前後の様子を示しています。建物の形

はそれほど悪くはありませんでしたが、実は石造建築の

質があまりよくありませんでした。これもまた８月 24

日前後の写真です。ここに何本かチェーンが見えるので、

こんなことになるとは思っていなかったはずです。そし

て右では、この建物がチェーンのおかげで立っていたこ

とが分かります。この場合もやはり、改修された建物で

した。ここにチェーンが見えます。ある程度の対策が取っ

てありますが、それでもまだ問題がありました（スライ

ド A-20）。

それから、ここと、ここも。ここに移って歩きました

（スライド A-22）。ここに写っているのは銀行（スライ

ド A-23）で、今も残っていますが、いくつか大きな損

傷があります。この銀行はたぶん耐震設計ですが、昔の

設計コードに基づいていました。これを除いて周囲の建

物はすべて倒壊しました。次に、これ（スライド A-24）

もかなり立派な建物に見えますが、震災後はこのように

内部の壁がなくなってしまいました。すべてが崩壊しま

した。この窓のおかげで、住人はベッドのシーツをつる

してそこから脱出しました。幸運でした。実に幸運です。

これ（スライド A-25）も町の大通りです。以前は実

にすてきな町（スライド A-26）で、アマトリーチェは

有名な場所でした。良質のソーセージを使ったパスタ用、

スパゲッティ用のアマトリチャーナで特に有名でした。

イタリアとヨーロッパではとても有名で、世界的にも有

名だったでしょうけど、地震でこうなってしまいました

（スライド A-27）。

続いて、これも震災前後の写真です（スライド

A-28）。これはすでに見た銀行です（スライド A-23）。

私たちはこの道路の右側にいました。これらのコンク

リートの建物が立っているのを見ました。確かに立って

いますが、その他の建物はすべて全壊でした。これは非

常に有名な塔と教会、古い教会ですが、倒壊してしまい

ました（スライド A-30）。この教会に見られる問題は大

きな一般的問題で、私たちはそれについてさんざん議論

しました。と言うのも、人々はチェーンを何本か付けて

おけば十分に問題を解決できると考えていることが多い

からです。しかし、これが現実の出来事です。

これも震災前の写真です（スライド A-31）。地震のあ

と、この建物は残っており、コンクリートに奇妙な骨

組が見えます。これはある程度役に立ったでしょうが、

10 月 30 日以降は建物がなくなっています。骨組しか

残っていませんでした。

ここの視察を終え、今度はここからスタートします（ス

ライド A-32）。突き当たりに教会があります（スライド

A-33）。これが震災前の教会で、これが最初の地震のあ

との写真、左下も震災前に撮った写真です。これが震災

前の塔で、この部分がなくなっています。それから10月、

さらに１月には、この教会はすっかり破壊されてしまい

ました。

町の中心に移ります（スライド A-34）。写真の上部に、

この赤い建物が見えます。コンクリートの建物で、崩壊

せずに残っていた数少ない建物の１つです。コンクリー

ト製だから大丈夫だったと誰かが言いましたが、非常に

質の悪いコンクリートで、本当のところはたまたま残っ

ていただけだと思います。そして実際、10 月 30 日以後

はここに建物はありません。時計台も上部がなくなりま
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した。

最後のパートです（スライド A-35）。ここに教会があ

ります。素晴らしい教会、古い教会で、やはり何本かの

チェーンが見えますが、典型的な損害を受けていること

が分かります（スライド A-36）。正面が崩れてしまいま

した。石造建築の質があまりよくありません。これはイ

タリアのこの地域で見られる一般的問題です。

教会の近くに美しい建物（スライド A-37）があり、

これが震災前後の写真です。そして最後にここ（スライ

ド A-38）、これはシネマ、劇場です（スライド A-39）。

頑丈そうに見えるので立派な建物だと思うかもしれませ

んが、これが結果です。この場合もやはり、質がよくあ

りませんでした。何カ所か補強されており、コンクリー

トまで補強されていますが、質がよくないようです。

これで視察は終わりです。では、損害調査についてお

話ししましょう。これら（スライド A-40）は空からの

異なる研究で、９月の被害状況を評価し、このような結

果が出ました。しかし、いくつか欠点があります。と言

うのも、空からだと屋根しか見えないからです。この研

究者たちは、屋根を見れば屋根の下で何が起こっている

か分かると仮定しているわけですが、少なくともそれら

の建物に関しては、それは多くの場合まったくの間違い

です。

これ（スライド A-41 下）は２本目の発表論文ですが、

執筆者たちはここを歩いただけで結果を出しており、こ

れもひどく不完全だと思います。

私たちの推定（スライド A-42）は、非常に正確な実

地調査に基づいています。１日限りの迅速な調査でした

が、写真がたくさんあります。

屋根の上に、面外破損の場合は黒丸、面内破損の場合

はグレーの丸、局所破損だけの場合は白丸をつけてあり

ます。真っ赤な建物の場合は崩壊したことを意味します。

建物が崩落しており、メカニズムは割り当てていません。

歩いただけでは何が起こったのか理解できません。石造

建築の山しか見えないのです。

写 真 を 引 き 伸 ば し て み る と（ ス ラ イ ド A-43）、

EMS98 分類で大損害に該当します。屋根のこのドット

を見れば、下で何が起こっているかを理解することがで

きます。最も被害が大きかった地域はここですが、今ア

マトリーチェに行ったら何もありません。ブロックが小

さな山ほど積み上げられているだけです。今行ってみれ

ば悲惨な状況です。

これはヨーロッパ震度階級です（スライド A-44）。無

損害から全壊まであり、コンクリート建築と石造建築を

区別しています。詳しく説明すると（スライド A-45）、

この地区では多くの建物が崩壊しました。この町で最も

大きな被害を受けた地区で、ここには最も古い建物があ

りました。その大多数が全壊です。町の西部では、被害

がもっとまばらなように見えました。

土壌条件の違いによるものかもしれないと盛んに議論

されていますが、その問題を検討する時間はありません。

これは石造建築物の階数です（スライド A-46）。建物

の総数は約 300 棟で、その大部分が３階建てです。次に

２階建て、１階建て、それから鐘楼。鉄筋コンクリート

のビルはほんの少しなので、統計を取っても意味があり

ません。

これは損害メカニズムです（スライド A-47）。基本的

に面内、面外、局所に分類され、ここに解説があります。

面内とは壁がせん断破損しているということで、壁に十

字のクラックが入っています。面外とは壁が面から建物

の外に崩落していること、局所とは、割れ目などが入っ

た多くの石造建築のように、多種多様な小さな破損があ

ることです。

コンクリート構造物は、あまり興味深い建物ではあり

ません（スライド A-48）。

興味深いこと（スライド A-49）は、どのような面内、

面外および局所問題が起こったか、損害レベルはどの程

度かを調べてみることかもしれません。D ０は無損害、

D ５は全壊で、これら２つのケースはこのスライドでは

検討していません。その他については、小損害から大損

害（半壊を含む）までのこの分類があります。最も多い

のはこの赤で、石造建築物の面外破損による半壊です。

ここに大損害の面内破損がいくつかありますが、建物は

まだ立っているかもしれません。それから、その他の種

類。

興味深いのは、改修された建物があることです（スラ

イド A-50）。改修された奇妙な建物があります。グラフ

の黒い棒は、時期は分かりませんが震災前に固定棒を挿

入した建物がいくつかあることを意味しています。多く

の人々が、一般に固定棒を入れておけば建物は安全だと

言っています。ここにさまざまな全壊の例がありますが、

いくつかの建物、大多数は改修されていません。しかし、

改修（固定棒以外）してあるのに全壊した建物、固定棒

が入っているのに全壊した建物もあります。

この点を反省すべきです――私たちは違います、私は

この簡素化にずっと反対してきましたから。文化遺産に

関する問題を簡素化することはできません。その他の大

損害のケースでも、改修された建物、固定棒がある建物

がいくつかあります。だから、このような固定棒は最も

簡単な解決策ではありません。技術的に優れていれば解
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決策になります。固定棒を使うときは、その他多くの点

をチェックしなければならないので、ただ固定棒を入れ

るのではなく、やり方を理解できる人が必要です。

もう一度損害の種類を見てみると（スライド A-51）、

横軸が損害メカニズム、縦軸が建物の数です。損害メカ

ニズム M １、M ３、M ４、それから M13 の建物が特に

多い。いくつかの場合、特に M ３（壁の全壊）と M ４（壁

の半壊）は、以前に改装されていました。M １（層のずれ）

と M13（大きな凹凸による局所的脆弱性）は通常、過

去に改装していなくても発生しています。このように、

たとえ改装していても、大損害の原因の大部分は面外挙

動でした。

チェーンで支えてあっても、このような面外崩壊が起

こることがあるのです。これは建物の構造的挙動を理解

していない人には予想できないことです。そのような人

たちはチェーンで大丈夫と聞き、何本かチェーンを付け

ておけば問題は解決すると考えただけだからです。これ

は改装に対処する方法として完全に間違っています。自

分が何をしているか理解しなければなりません。

M13 は大きな凹凸、局所的脆弱性です。この地域の

建物の大部分は拙劣な構造です。問題は、アマトリーチェ

が 20 世紀に何度か地震に遭いながら、建物がそれらす

べての地震を乗り切ったことを、多くの人たちが知って

いたことです。彼らも彼らの祖父母も、地震にもかかわ

らず建物が立っていたことを覚えていました。自分たち

の建物は大丈夫だと確信していたのです。だから何もし

なかった。立派な家具や新しい絵などを追加したかもし

れませんが、建造物には手を加えませんでした。だから

大きな問題は、人々が問題を認識していないことだった。

簡単な問題だと考えていますが、そうではなく、多くの

人々が思っているほど簡単ではなかったのです。

結論として、文化の伝承が非常に重要です。皆さんの

今日のお話に深く感謝します。地震多発地域に住んでい

るなら、無知であれば、ただ無知というだけで死ぬ場合

もあるということを人々に理解させなければなりませ

ん。そうすれば、人々は問題を解決するために少しお金

をかけるようになるでしょう！

ここでご覧いただきたいのは、脆弱性因子（地震の場

合に損害をもたらす脆弱性の原因）と損害レベルの分布

が同じである、いくつかの建物です（スライド A-52）。

ここを見てみましょう、質の低い石造建築 ev ４が事例

の大多数を占めています。造りが悪い建物の場合、大損

害、小損害あるいは中損害がいくつかあり、損害が非常

に小さかった建物は少数です。それも興味深い。建物の

構造が脆弱であれば、それが問題だと簡単に言うことは

できません。詳しく調べなければなりません。例えば、

直交壁と直交壁との結合不足 ev １では、赤の全壊です。

これは古く造りの悪い石造建築物によく見られます。結

論は至って明白で、壁を結合していなければ破損します。

たとえ固定棒を入れてあっても、壁を結合せず適切に施

工していなければ、固定棒は機能しません。強い力が加

わると固定部分が抜けて壁に穴があくからです。

ご参考までに触れておくだけですが、これが質の悪い

石造建築の実例です（スライド A-53）。詳しくお話しす

る時間はありません。

それから、あらゆる脆弱性因子の損害の種類について

言えば（スライド A-54）、次のことが分かります。面内

メカニズムは、ev ４（質の低い石造建築）、ev ５（開

口部の割合の高さ）、ev11（石造部材の局所的減少）で

起こります。面外破損で多いのは、ev １（結合不足）、

ev ２（つなぎ梁または蛇腹層の欠如）、ev ９（突き出

した屋根）です。局所破損はその他６つの脆弱性因子が

存在するときに起こります。そのほかにも言うべきこと

がたくさんありますが、最後に飛びます。

ここ（スライド A-55）に「石造建築」と書いてあり

ますが、すみません、これは「鉄筋コンクリート」の間

違いです。このような建物の例はごくわずかなので、省

きます。

その他いくつかの損害。３階建ての典型的な損害で

す。ご存じない方、これが面内クラックです（スライド

A-56）。壁の面が破損しています。

それから、ここ（スライド A-57）には大きな問題が

あり、石造建築がひどいことになっています。ここに大

きな穴をあけたため、上階からの水平力に抵抗する壁が

十分にありません。しかし、広い駐車場がほしかったの

で、この壁に穴をあけたいと考え、たぶん技師が穴をあ

け、心配いりませんと言ったのでしょう。

この教会（スライド A-59）は、非常に典型的な正面

の面外破損です。ご覧のように、これは正面と後壁との

結合が極めて不十分な古い教会に典型的に見られます。

ここでも同じです（スライド A-60）。しっかり結合され

ていないので最上部がなくなっていますが、石造建築の

質も非常に低い。コンクリートの建物（スライド A-61）

は取り上げる必要がありません。

そして結論ですが（スライド A-62）、一目瞭然です。

今回の地震入力は小さい建物にとっては非常に強く、実

際に大きな被害が出ました。いくつかの通りに被害が集

中しています。おそらく建物の質が似ていたのでしょう。

私たちは多くの建物を検査しました。その場合、ほとん

どの建物、全体の 50％が崩壊していたと言っていいで
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しょう。最初の地震から４カ月後の今、すべての建物が

崩壊してしまったと言うことができます。

半壊の主な原因としては（スライド A-63）、典型的な

のは壁と壁との結合の不足、床と壁との結合不良といっ

た脆弱性因子の存在で、非常に質の低い石造建築、それ

にチェーンを使っているが、固定している壁が脆弱であ

るため、固定が不十分であることも挙げられます。です

から、アンカーは壁に穴をあけただけで、建物が破損し

てしまったのです。

必要に応じて地震工学会報の論文をお読みください

［2016 年８月 24 日に発生したイタリア中部地震後のア

マトリーチェの被害パターン、地震工学会報、ISSN：

1570-761X（印刷版）、1573-1456（オンライン版）］。

（編注：PPT-A から PPT-B へ切り替え）

時間のある限り、イタリア文化遺産・観光省の組織を

ご紹介します。

この調査は私の友人である文化遺産省国家危機調整ユ

ニット局長のパオロ・イアネッリ博士とともに実施しま

した。これが彼のメールアドレス（スライド B- １）で

すが、私宛に送ってくださっても結構です。私が彼との

連絡を仲介します。

以上が概説とイタリアの現状の写真です。文化遺産、

特に実物資産に関して、日本で起こった出来事によく似

ていると思います。

（スライド B- ２）これは文化遺産における組織と介入

に関するイタリアの規則、その管理構造と実施予定の活

動および実施した活動、国家・地域レベルの調整ユニッ

トの詳細です。地域は日本の県のようなものでしょう。

小さい県のようなものかもしれません。それから、第６

の手順があります。リスト、内容、活動解説、それと

schedographic instrument のリスト。

イタリアで何が起こっているか。これ（スライドB-３）

は 2009 年のラクイラ地震。これは教会です。これもラ

クイラか、あるいは 2012 年の震災後のレッジョ・エミ

リア（スライド B- ４）です。これは皆さんよくご存じ

のように、倒壊した建物の下に埋もれていた物の救済（ス

ライド B- ５）です。

次は、建物と絵やフレスコ画の再建です。しかし、こ

れについては私より皆さんのほうが専門家かもしれませ

ん。皆さんも保管について議論なさっていますが、こ

の手順は保管にとって非常に重要です（スライド B- ６-

７）。

こんなふうになってしまいます。これは2012年のレッ

ジョ・エミリア地震です。先ごろリボルノで洪水があり

ましたが（スライド B- ８- ９-10-11）、よくご存知のよ

うにイタリアでは津波は発生せず、川の水があふれただ

けですが、それでもこんな状況になってしまいます。

これは 2016 年の地震に関する統計値です（スライド

B-12）。5,500 件の文化的遺物が損害を受け、670 件の

簡易調査記録を送付しました。その意味はお分かりで

しょう。5,000 件の損害検出調査シートを作成し、消防

隊と自治体と省の間で 2,500 件の組織間評価を行いまし

た。２万 1,000 件の歴史的・芸術的動産を検査し、5,600

件の装飾品構成要素があり、約 460 棟の建物から除去

された 50 億件の記録と１万 2,000 冊の書籍を一時保管

所で保護しました。被害建物を保護するために 1,230 件

の介入があり、400 カ所で文化的要素が混ざった瓦礫の

調査・選定・回収業務を実施しました。

これらがイタリアの規則です（スライド B-13）。従う

べき主な法規が３つあります。まず 2012 年の事務局長

命令で、この命令は文化遺産の保護に関連するさまざま

な緊急事態段階の調整・監視のために、自然災害に起因

する緊急事態に際して稼働させる機関を設置するもので

す。これは 2012 年に出されました。ここで全文をダウ

ンロードすることができます。省のサイト

：http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/

sito-MiBAC/MenuPrincipale/Normativa/Direttive/

index.html

それから、２つの指令があります。

１つは安全活動の管理に関する 2013 年の指令で、自

然災害に起因する緊急時における文化遺産に関係があり

ます。

そして、最後は安全活動管理と文化遺産保護の手順で、

これはもっと最近、地震直前の 2015 年に出され、ぎり

ぎりで間に合いました。

これは行動体制（スライド B-14）で、この上の部分

は国家レベルで規定されています。この場合、大地震に

かかわる地域が基本的に３つあるので、３つの地域組織

があります。左下の１つについてのみ説明しています。

これは１つの地域です。そして、その他すべてを調整す

る地域の地方危機ユニットがあります。白い部分です。

これらは業務ユニットです（黄色の部分）。他の地域に

も同じ組織があります。１つの地域についてのみ詳しく

ご説明します。全国レベルに市民保護局の業務委員会が

あり、これは省ではありません。市民保護局は震災後の

すべてを担当しています。その一方で、その他の省庁も

あるので、文化遺産省は文化遺産関連だけを監督してい

ます。これらはイタリアの追加的な警察組織であるカラ
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ビニエリのトップと関係があります。日本にも同じよう

な組織があるかどうか知りませんが、文化遺産関連の業

務を担当しており、文化遺産グループがあります。

イタリアには教会が実質的に１つしかないので、教会

は重要です。教会の文化遺産の主要部分はバチカン市国

に依存しています。それから、消防署も非常に効果的に

活動しています。それから、（文化遺産）省が関与して

いる部署があります。これは連携プレーですが、省の一

部門、省の活動的ユニットも含めて、すべての部署が危

機的でない状況にも対処しています。これらの組織は非

常に重要で、地域に関連しています。

2016 年の一連の震災では、基本的に関連地域は３つ

でした。ローマがあるラツィオ州、イタリア中部のウン

ブリア州、海に臨む右（東）側のマルケ州。そして４番

目がほとんど問題のないアブルッツォ州です。この３地

域は文化遺産、建物、物品に大きな被害を受けました。

それぞれの地域に調整ユニットがあり、省の地域事務局

長がすべての事柄を監督しています。カラビニエリの地

方ユニットがあり、教会があり、地方責任者がいます。

これは事務所ではなく、大司教が１人いるだけです。そ

れから地元の消防署、地方レベルで政府を代表する県、

地方自治体、例えば市長など、すべての必要な地方当局

があります。地震が発生していないときも、文化遺産

省の地方組織があります。だから、これは危機的状況に

対応するユニットで、省が全地域に設けている通常のユ

ニットではありません。

いくつかのユニットが活動しています（スライド

B-15）。文化遺産損害調査ユニットは地域レベルでこの

現地調査を行い、省の緊急チーム職員の管理・訓練を担

当しているので、極めて重要です。このユニットは検証、

調査シートと添付書類のスキャンを行い、すべてを記録

します。デジタルまたは非デジタルで記録しており、保

存のために文書調査シートを整理したりしています。こ

のユニットはどんどん小さくなる傾向があり、今ではタ

ブレットでソフトウェアを使って、すべての作業を実施

しようとしているとのことです。タブレットを持って現

場に行き、最初からすべてをデジタル化しています。

それから、瓦礫からの遺産の移動も含めて、建築・歴

史・芸術・記録遺産の救済の技術的調整を担当するユニッ

トがあります。このユニットは非常に重要です。さらに、

建築遺産、特別な考古学的遺産、芸術・歴史遺産、記録

遺産、図書遺産にも介入しており、イタリアにはこの下

位部門があります。日本も同じかどうか分かりませんが。

そして、動産の一時保管所と緊急事態対応センターを

担当するユニットがあり、迅速な介入のために一時保管

所とセンターを管理しています。

次は、この組織、UCCR-MiBAC 地域危機調整ユニッ

トで、国家組織の要人である長官が監督しています（ス

ライドB-16）。実務担当者はMiBACT事務局のメンバー

で、この場合は技師のパオロ・イアネッリ博士。このプ

レゼンテーションの英語版を共同執筆した人です。

誰がこのユニットに所属しているか。文化遺産を取

り扱う国家組織の所長。省の保存・修復部門の責任者、

「Opificio delle Pietre Dure」所長です。これはフィレ

ンツェに拠点を置く MiBACT の中央機関で、美術品

修復分野で業務・研究活動を実施しています（http://

www.opificiodellepietredure.it/index.php?it/187/

istituto）。中央記録・書籍遺産修復・保存機関所長は、

記録・書籍遺産の修復を担当しています（http://www.

icpal.beniculturali.it/）。中央目録・文書作成機関所長

は独立機関ですが、省内に本部があります。

省の事務局調整・研究サービス I 担当局長。それから

省事務局の重要メンバーである技師のパオロ・イアネッ

リ氏、やはり技師でイアネッリ氏の同僚であるカテリー

ナ・ルビーノさん。すべてを担当するコーディネーター

は文化遺産・活動省長官のファビオ・カラペッツァ・グッ

ツーゾ博士ですが、実務担当者は、すでに述べたように

私の共著者であるパオロ・イアネッリ博士です。

彼らの任務は何か（スライド B-17）。まず第１に、省

の外部機関との連携、それから省の中央機構と周辺機構

との連携も担当しています。どの地域にも地方の最高責

任者がいるからです。１つの地域に少なくとも１人はい

て、複数いることもあります。文化遺産関連を含む業務

に介入チームが業務手順を適用できるようにするため

に、すべての関連機構と協力しています。この業務には、

損害検証・整理、動産の保護、瓦礫の回収・撤去、保護

活動、瓦礫の安全な保管、動産の除去・移転、修復作業

が含まれます。

それから、安全対策とその後の研究整備・修復プロジェ

クトを監視しなければなりません。これは基本的に建物

が対象です。そして、さまざまな記録を管理できるよう

にする情報技術と schedographic ツールを確認します。

これは地震検証の監視から修復・再建段階後の非常事態

管理まで、ますます重要性が高まっています。パオロ・

イアネッリ氏の話では、この手順の最終版を間もなく発

表する予定で、現在これらのタブレットで直接すべての

作業をしているということです。現在、これは極めて重

要かつ効率的な状況です。

損害の軽減を見てみましょう（スライド B-18）。全国

レベルにさまざまな下位部門があります。まず、文化遺
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産損害軽減ユニットです。これは緊急チームのスタッフ

の管理・訓練を担当しています。このチームは即座に介

入し、遅延介入にも関与しているからです。調査ボード

の検証、スキャンおよびデジタル・アーカイブ構築、文

書の整理。

それから、安全対策の技術的調整を担当するユニット

があり、これは建築遺産への介入、考古学的遺産への介

入、歴史芸術遺産への介入、記録遺産や書籍遺産への介

入を調整しています。

最後に、動産の一時保管所と緊急事態対応センターを

担当するユニットがあり、一時保管所とセンターを管理

しています。

最後に、地域危機調整グループ（スライドB-19）。実は、

今度は地域レベルです。すでにお話ししたように、今回

の地震の影響を強く受けた地域が３つあります。第１の

任務は、地域の担当区域における活動の調整。次に、緊

急事態を担当する地域機構、つまり、地域の政府代表で

ある県、市民保護局、消防隊などの機関との関係の確保。

それから、文化遺産への損害を担当するチームの確認・

管理。そして、安全確保のために移動が必要な文化遺産

がある場合に、避難場所を地域レベルで確認すること。

最後に、文化遺産への介入のための調査・安全・再建

段階を含めて、すべての段階で個々の機能の監督を保証

することです。

業務上のコミュニケーション構造を作動させるための

手順が５種類あります（スライド B-20）。１つは保護を

達成するための調整に関する手順、１つは損害調査手順。

２種類の調査があります。直ちに実施する簡易調査は、

全体をざっと俯瞰することが狙いで、国家レベルで実施

され、非常に迅速な初回調査です。次に、包括的調査を

行います。この調査を担当するのは省職員ではなく、よ

り包括的なスタッフです。簡易調査で作成された最初の

シートを足がかりに、より詳細に調査します。それから、

不動産（建物）と動産の安全対策に関連する活動に関す

る手順。一時保管所と緊急事態対応センターの管理。そ

して最後に、情報管理です。どれもきちんと解説されて

います。

最初の２つの手順では、すべてが国家レベルと地方レ

ベルの調整に依存しています（スライド B-21）。省レベ

ルに危機対応ユニットがあり、介入して状況を把握しま

す。損害をざっと調べたら、今度は地方レベルで包括的

調査を行い、この調査後にすべてのデータを送付、文化

遺産建造物から移動可能な文化遺産までの安全を確保で

きるようにします。そして、遺産を一時保管所に入れま

す。全部ではなく、移動可能な文化遺産の一部だけです。

最後に、国家・地域レベルで監視活動を行います。

手短に言えば、文化遺産損害調査手順（スライド

B-22）には、簡易調査と包括的調査の２つの段階があり、

どちらも管理が必要です。簡易調査には省職員の訓練講

習が必要です。関連ガイドラインに従って、収集したデー

タを管理することができます。

この調査には、簡易調査と２回目の詳細な調査の２段

階があります（スライド B-23）。それぞれ調査チームが

異なり、最初のチームは省職員だけ、２回目のチームは

幅広いメンバーで構成されます。どちらの調査でも、こ

の遺産登録簿を作成し、損害の比較調査を行い、収集さ

れたデータをチェックします。チェックの結果、まだ問

題が解決されていないと考えられるときは、綿密に調査

を繰り返すこともありますが、これは珍しいことではあ

りません。非常に多くの場合、二重チェックを利用して

います。そして、調査結果をデジタル・スキャンし、「コ

ミュニティー MiBAC」と呼ばれる省のソフトウェアを

使って記録します。

文書をデータ・サーバーに整理します。

次も文化遺産損害調査（スライド B-24）。チームの構

成。最初の調査は省職員だけで行います。２回目の詳細

な調査には、MiBACT の専門技術者２名（少なくとも

１人は修復担当者、美術史家、記録係、または特別な主

題に応じて必要な専門家）、非常に熟練している消防隊

の専門技術者１名、重要な建物の場合は「宮殿（Palazzi）」

という名称のシートを作成するために構造専門家１名が

加わります。非常に複雑な構造と考えられる教会の場合

は、１名ではなく少なくとも２名の構造専門家が参加し

ます。この専門家は通常、国家専門家のリストから選ば

れます。

これ（スライド B-25）は、不動産（建物）と動産の

安全対策に関連する活動の手順を示しています。日本に

も同様の手順があると想像できます。基本事項は、検査

の計画、安全対策の計画・実施、そして最後に動産の保

護です。業務上の詳細は、移動可能な文化遺産保護と瓦

礫撤去の介入に関する関連ガイドラインに書いてありま

す。

この活動（スライド B-26、27）に関しては詳細に立

ち入らず、動産のケース（スライド B-26）だけを取り

上げます。遺産を除去しなければならない場合は、カラ

ビニエリ（一種の警察）の立ち会いのもとに行うべきで

す。カラビニエリの立ち会いなしでは何も除去すること

ができません。さもなければ大問題を抱えることになり

かねません。調査中に動産への損害のリストを作成し、

除去した遺産を最初の場所および保管場所とともにリス
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トに記載しなければなりません。これらの文書はカラビ

ニエリと保管所の責任者に送ります。教会から持ってき

た遺産の場合は、教会に文書を送らなければなりません。

不動産と動産の安全対策に関連する手順（スライド

B-28）。たびたび行われる建物の一部の解体の場合は、

ユニットは介入の終わりに省のコミュニティー・アプリ

ケーションに、安全対策と整備・修復介入に関するすべ

ての技術文書を収録しなければなりません。

一時保管所管理手順（スライド B-29）は、一時保管所、

緊急事態センター、遺産への介入、遺産の追跡可能性に

関するものです。

情報管理手順は、どのように情報を共有し、地域機構

から中央機構に移転するかを扱っています（スライド

B-30-31）。最後に、将来の協議のためにアーカイブに

データを移します（スライド B-32）。省には２種類のソ

フトウェアがあります。文書を共有するための「コミュ

ニティー MiBAC」。教会や建物への損害に関するデー

タを保存するための手順。それから、除去した遺産に関

するデータを保存するための地域情報システム。

スライド B-33-34 は schedographic instrument を示

しています。これは文化遺産、教会、重要な建物への損

害の軽減・評価と建物の実行可能性に関係があります。

それから文化遺産への損害と動産への損害の調査。その

ほかにもいくつかあります。これは遺産を除去する可能

性がある場合に非常に重要です。安全、再建および整理

のための介入設計を監視するための監視カード。介入活

動は、すべての文化遺産介入の履歴を保持するためにも

絶えず収集されます。

これでプレゼンテーションを終わります。

ご清聴いただき、誠にありがとうございました。

（拍手）
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【二神】ありがとうございました。簡単にまとめますと、

最初の方はアマトリーチェで８月と 10 月に起こった地

震についての話でしたが、マグニチュードがすごく小さ

いと感じたと思います。日本でしたら、おそらくほとん

ど被害が起きない規模なのですけれども、非常に建物が

古く、特に材質がとても悪い。また、やはり耐震対策を

施してない建物の壊れた率は非常に高いようです。一方

で誤った地震対策、例えば何かワイヤーを使って補強す

るというような方法で、それもしっかり固定をしていな

いという、なんとなくそれが効くというのを聞き知った

のでやってみたけれど、方法が間違っているために被害

が発生したというようなお話がありました。

少し戻りますが、地震の規模は小さいため、局地的に

非常に大きな被害があったけれども、被害の広がりとし

てはそれほど大きくはなかった。それから２回の地震で

非常に多くの建物が壊れたけれども、最初の地震で避難

した方が大変多かったので、それ以降は被害者が出てい

ないというご指摘があったかと思います。

歴史的な、古い建物についてはデータが揃ったので、

いろいろ統計的な研究されたのですが、RC は、被害は

少ないものの建物の数自体がそれほど多くないので、統

計的にはあまり踏み込んでいないということでした。

２つ目のお話は、私も事前に資料を見ていなかったの

ですが、文化財・文化活動省―今は、観光という言葉も

名前に入っていましたが―、そちらが中心になって、文

化財レスキューを行う際にどういった組織づくりをして

いるかというお話がありました。

とても興味深いと思ったのが、防災関係の部署で

す。消防士、消防関係の組織だとか、カラビニエリ

（Carabinieri）というのが、軍の一組織である警察的な

組織（軍警察）で、文化財レスキューのような活動に関

わることが比較的多いようですね。災害が起きた後に、

カラビニエリが入ってからでないと、文化財レスキュー

の活動もできない。それをしないままに現地に入ってし

まうと、投獄をされるというお話もありました。

また、ソプリンテンデンツァ（Soprintendenza）、英

語でスーパーインテンデント（superintendent）とい

う言葉を使っていました。イタリア語でソプリンテンデ

ンツァと言うのは、（イタリアの地域ごとに所在する）

国の出先機関で、文化財保護に関わる機関です。建築で

すとか、考古学ですとか、あるいは文書といったような

分野ごとに細かく分かれている国の文化財監督局です。

そういった組織が入っているのだそうです。

そういう組織が中央レベルと地域レベルとであって、

しかもドキュメンテーション（記録作成）に関して、そ

れが必須のものとして役割が割り振られていて、初期段

階では国の機関が入るのですが、その後に専門家のチー

ムが入って、足りなければ追加の調査をしたりする。あ

るいは、一時保管場所についての調査もしていた。私も

うまくまとめられていないと思いますけれど、そういっ

たご指摘があったかと思います。

これから 17 時少し前ぐらいまで、ヌティさんに最初

のトピックについて、あるいは次のトピックでも何かご

質問あるいはご意見があればおっしゃっていただければ

と思います。質疑応答に関しては、通訳の方がお手伝い

しますので、日本語で話していただいて結構です。どう

かこの機会を利用していろいろ聞いていただければと思

います。よろしくお願いします。

【内田俊秀】2015 年７月 21 日、169 番の法律という

のが紹介されて、多分それが後の今、二神先生がご説明

になった緊急対応の法律的なバックグラウンドだと思う

のです。それをダウンロードできるということを先ほど

少しおっしゃったので、もう１回見せていただけないか

と思います。

【ヌティ】内田先生、ありがとうございました。今回

ヌティ氏への質疑応答
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お見せいたしました PPT の資料は皆さんにお送りいた

します。ダウンロード先を含めまして、全て情報はお届

けすることができると考えております。

【内田】（会場 PPT の画面を確認して）これですか。

【ヌティ】そうです。PPT の資料は皆さまにお送りし

ます。

【二神】ほかにいかがですか。岡田さんからは、何か

ご意見はございませんでしょうか。

【岡田】Thank you very much. 文化財・文化活動省

のお仕事ということですが、それのバジェット（編註：

予算）は全て国が出すということになるのでしょうか。

たくさんの人を活用しているように思いますけれども。

【ヌティ】ご質問ありがとうございます。特に文化財

に関する活動の予算は、全て必ず国が賄っていると言え

ます。また民間の１つ目に関しまして、１つ目の家・住

宅に関すること、民間の建物、再築でありますけれども、

これの予算も非常に多くの予算が割かれております。で

すので、この被災した人々は皆さんこの予算に対して申

請することができて、ある程度のこのお金を手にするこ

とができます。こうしたお金の流れというのは、銀行と

いろいろな問題を解決し、銀行とある程度合意をして、

そしてその銀行から、銀行を通じて、お金を被災した人

たちに渡すことができるような仕組みが既に作られてお

ります。

そして２つ目、住宅に関しての問題です。こういうふ

うな申し上げ方をすると良くないのかもしれませんが、

今回の 2016 年のイタリアの中部地震の被害に関しまし

て、私たちはやはり幸運であったと申し上げることがで

きると思います。実際に被災された方たちに対しまして

は非常に申し訳ない言い方になるわけですけれども、被

害が非常に大きかった地域というのは大都市ではなく、

小さな町がいくつも点在している、そのような地域でし

た。ですので、非常にこの地震の規模というのは大きかっ

たわけです。住宅の被害は、ある程度限定されていまし

た。

被害に遭った住宅の数が限られていたということなの

です。それは 2009 年のラクイラ地震、そして 2012 年

のエミリア地震。ここでは地震の規模というよりも、実

際に被害に遭ったのが様々な非常に重要な生産拠点で

あったということから、生産機能というのが非常に大き

な被害を受けたわけです。

その結果、イタリアの経済が非常に大きく、影響を与

えられました。非常にネガティブな影響があったと言え

るでしょう。しかしながら、この２つの地震に比べまし

て今回の地震は、ある程度、倒壊した住宅や被害に遭っ

た住宅などの数が限られていましたので、予算もかなり

限定することができました。

この地図をご覧いただきますと、イタリアの中部、先

ほど私が指し示しました地域で今回の地震が起きたわけ

です。地理的にはイタリアの中部地方でありますけど、

経済的にはこの地域は決してイタリアの中心ではござい

ません。山間部でありまして、人口もそれほど多くはな

いのです。しかし、文化的、文化財という観点で見ます

と、常に重要な文化財というのがございます。

また、被害の後、それでもその地域に住み続けている

住人がいるわけです。この地域の経済というのは決して

大きくありませんので、イタリア全土に対して大きな被

害をもたらしたというわけではございませんが、そこに

住む人々には非常に大きな影響がありました。まだ地域

に住み続けて生活をしている方々がたくさんおりますの

で、やはりこの地域にお金を落とし、投資し、そして地

域の人たちの生活を支えていかなければならないと考え

おります。

山間地域ではありますけれども、ノルチャ県やそのほ

かの県は非常に素晴らしいところでありますし、そこの

地域にしかないさまざまな特別な文化財がございます。

その文化財そして習慣、文化が失われてしまうと、私た

ちイタリアは歴史の一部分を失うにも等しいと考えてお

りまして、そしてそれは決して受け入れられることでは

ございません。ですので、私たちイタリアが国を挙げて、

このような救済活動を行っているというのは、非常に大

きな理由があるわけです。イタリアは現在、非常に良い
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経済状況であるとは申し上げられませんが、この問題に

予算を割く余裕は十分残しているというふうに考えてお

ります。

また、この 2016 年８月に起こった地震ですけれども、

これはそのときだけの地震ではありませんで、ずっと余

震が続きました。2017 年の２月にある程度、収束を見

せましたけれども、その間、救済活動やさまざまな調査

活動は何度も再開をしなければならないという状況でし

た。つまり、一度地震が起こって救済活動が入る。しば

らくすると、また今度地震が起こって、再び救済活動が

入る。この１年間で、一度始まったことが終わる前に、

また次のことを始めなければならないということで、非

常に大きな混乱状態を喫したわけです。

ただ、現在、データ収集の期間というのを終わらせよ

うとしております。そうすることによりまして、トータ

ルである程度その救済活動、そして調査活動にどれぐら

いお金が掛かったのか、その概算を出すことができると

いうふうに考えているわけです。2017 年の 12 月にある

程度概算を出しました。

また、２つ目の住宅――つまり人々が避難をして、現

在同じ場所に引き続き住まわれている方もいらっしゃい

ますけれども、ローマやほかの都市に行って、そこで生

活をされている方もたくさんいらっしゃいます――、そ

うしたところで、彼らがお金を使ってくれて、そこの経

済をまた回していくということが非常に重要でありま

す。そうした人たちに対してもある程度の救済金のよう

な形で、支給するということが必要ではないかなという

ふうに考えています。非常にいいご質問、ありがとうご

ざいました。

【浜田】浜田です。今日はとても参考になる、ご講演

ありがとうございました。今度、PPT の資料を私ども

にいただけるということで、大変楽しみにしております。

というのは、実は日本では災害が起こったときにいろい

ろな団体がどのように連絡を取り合って、どのように救

援要請を出して、受けてという――まさにレギュレー

ション、それからガイドラインと言い換えてもいいと思

うのですが――、そういったものが、全国レベルについ

てはまだございません。そういうことですから今日のご

講演、それから PPT が非常に役立つということで期待

しております。

二神先生はイタリア危険地図などについてはいろいろ

研究されていて、そちらの方面からは私も存じておりま

したし、イタリアの場合、いろいろな専門家の方が共同

して現地に入る、非常に機動的に動くというお話は聞い

ておりました。しかし、レギュレーション、ガイドライ

ンの存在については知りませんでした。勉強させていた

だきたいと思っています。ありがとうございました。

【ヌティ】浜田さん、ありがとうございます。大変、

素晴らしいご質問、そして私たちイタリア、そして私の

プレゼンテーションに対する大変ご親切なお言葉、大変

うれしく思います。

私たちは日本から特に地震という災害に対するいろい

ろな教訓を学んできました。当然、日本は地震の多い国

でありますし、地震への対応というのは長い歴史がある

というふうに考えております。私たちイタリアにおきま

しては、建物が非常に脆弱に造られています。ただ、わ

れわれイタリアは日本ほど大きな地震が、または震度の

強い地震がございません。しかしながら日本は非常に強

い、強度な地震に対する建物を設計されて造られている

わけですけれども、それに合った、さらにやはり大きな

地震も起こるということで、問題としては私たち同じよ

うな問題に直面しているのではないかなという気はいた

します。私の今回のプレゼンテーションの、この PPT

の資料、ぜひお持ち帰りいただきたく存じます。

重要なのは、何が必要かです。そして強いコーディネー

ション、つまりさまざまな連絡網。そして活動を１つに

まとめるような、そういったコーディネーション活動と

いうのを、どのように行うかということを、いつ決める

のか。その日にちをしっかりと設定することが、目標を

設定することが必要なのではないかというふうに考えま

した。

1980 年でありますけれども、イタリア南部で非常に

大きな大地震が発生いたしました。そのときは 5,000 人

の死者が発生しました。そのときにイタリアの政府は大

変苦く、しかしながら重要な教訓を学びました。それは

この被災地に非常にさまざまな団体、そして多くの人が

詰め掛けて、いろいろなことを、活動をしようとしまし

たが、しっかりとしたコーディネーション活動、または

コーディネーションの役割、機能というのが備わってい

なかったため、大混乱を来したわけなのです。そのよう

な問題に直面したあと、私たちはやはり非常にしっかり

とした強力なコーディネーション機能というのが必要で

あると。そしてそれに伴った、それを支えるような法

律も制定しなければならないということに気が付きまし

た。そしてその方向で歩み始めたわけです。

私たちは現在、民間のレベルで非常にしっかりとした

コーディネーション活動、そしてシビルプロテクション

といえるような機能を設定することができたというふう
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に考えておりますし、またしっかりとそれをサポートす

るような法律も制定いたしました。

このシビルプロテクションという組織でありますけれ

ども、これは 2000 年の初めにかけまして、どんどんと

初めには非常に大きくなりました。どんどんと、この組

織は大きくなりまして 21 世紀の初頭になりましたら、

非常に大きな組織になっていたということなのです。大

変しっかりとした組織でありまして、非常に効率性を追

求した組織でありました。しかしながら効率性を追求す

るあまり、本当にいろいろな日々の決定というのも、政

府も関わっていろいろな決定が下されるわけですけれど

も、この組織を使ってさまざまなことをしようとしたわ

けなのです。非常に効率性が高かったために、いろいろ

なことをしようとしたわけなのです。つまり災害時であ

るということの宣言をしたり、さまざまな団体をさまざ

まに活用したり。

しかしながら本当に先を読んで、いろいろなことを決

めていったわけなのですけれども、残念ながらこの国の

決定というのが、適時に行われなかったというような、

そのような反省はございました。その反省を踏まえまし

て、とにかく早く決定する、早く動くと。そして、この

予算を使うというのも非常に迅速に予算を使えるように

する。しかしながらしっかりとした統制をかけるという

ようなことを目指したわけなのですけれども、この統制

という点ではあまりしっかりとした統制ができなかった

ということもありました。

そしてそのような状態で 2009 年のラクイラ地震を迎

えました。私たちは非常に効率性を追求して、非常にしっ

かりとした組織であったために、ラクイラ地震で非常に

有益な活動ができたと思います。今まで、いろいろな救

済活動をしてまいりましたけれども、このラクイラ地震

で行った救済活動、これは私たちのシビルプロテクショ

ンの組織に関しましては一番、最高の出来ではなかった

かなと思います。つまり８カ月ほどでありましたでしょ

うか、それぐらいの短期間の間で２万人の人々に新しい

住宅を提供することもできました。

そしてこの自然災害だけではなく、そのほかの分野で

もいろいろな貢献をしました。しかしながら新しい法律

ができまして、その法律のために、少しシビルプロテク

ションの力が削がれてしまったと、少し減じられてし

まったということがありました。ですので現在、効率性

ということで言いますと、その効率的にやっていくとい

うような、そのような伝統は変わりませんが、少し効率

性が落ちてしまったかなというような気はいたします。

今回 2016 年のイタリア中部地震におきましては、その

ためもっと早くにいろいろなことが着手できて、そして

現地にも行けたはずなのに、想定よりも迅速にできな

かったというような反省がございます。

長くなり、ご辛抱いただきまして大変ありがとうござ

います。最後に申し上げたいのは、私たちはこうした救

済活動のいい伝統というのを築き上げてきたというふう

に思います。自然災害が起こったあとの災害レスキュー、

このいい伝統のおかげで文化財・文化活動省と、新しい

ガイドラインを制定することができたというふうに考え

ております。これは昨年のことでありまして、より効率

性を高めていくというところに眼目を置いたガイドライ

ンであるとかというふうに思います。

もう一言、申し上げるのであれば、やはり協力体制と

いうのが非常に重要であるかと思います。共に協働して

いく、活動していくと。つまり私たちが今こうして集まっ

ていて、そして私たちの専門家の間で話をして、そして

会って、情報交換をしてということは、私たち、そして

皆さま方の、このような自然災害のあとのレスキュー活

動、または調査活動のクオリティーを上げていくのに非

常に重要であると思います。そしてそのためには、その

きっかけというのがまたさらに重要になってくるという

ふうに考えております。シビルプロテクション、そして

消防隊、先ほどファイヤーブリゲードと申し上げました

が、消防隊。そして国の監督当局、私たちの国でありま

すと文化財・文化活動省でありますが、それが１つになっ

て、それぞれとコーディネートされて協働していくとい

うのが非常に重要であるかと思います。

私、ぜひとも皆さん、本日、来られております専門家

の皆さんを、私たちの監督当局にも、ぜひともご紹介さ

せていただきたいというふうに思います。こうして協働

することによって、何を本当にしなければならないのか

と。そして誰がしなければならないのかというバランス

がうまく取れればいいなというふうに考えております。

過剰な力をどこかが１つ持つということは、やはりどん

な組織であっても危険なことであるかなというふうに思

うわけなのです。ですので何を実際にすればいいか、そ

して誰がすればいいかということをそれぞれの組織の中

でうまく決めていくと。それを共に協働していくという

ことが非常にこれから重要になってくるのではないかと

思います。どうもご清聴ありがとうございました。

【岡田】どうもありがとうございました。大変に示唆

に富むお言葉をたくさん頂戴いたしました。私たちのい

ろんな枠組みでがんじがらめになっているところから、

もう一息、何か違う発想で物事を考えなければいけない
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のだろうなというふうに思います。本当にありがとうご

ざいました。
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【司会】それでは最後に、栗原京都国立博物館副館長

からごあいさつを頂戴します。

【栗原】２日間にわたる研究会、ご苦労さまでした。

今日は残念ながら全部は聞けなかったのですが、朝から

半分ぐらいの研究成果発表を聞かせていただきました。

お疲れさまでございました。先ほど内田先生から話が

あったとおり、最初の頃に比べると、だいぶ成果のほど

が見えてきたなということで、皆さま方の研究もそれな

りに進んでいるのだなと思いました。

言うまでもなく、最近、風水害は当たり前のように起

こり、噴火まで起こっている状況でございます。防災、

減災の重要性というのは低くなることは絶対にないと思

いますので、これからますます皆さんの活動の成果とい

うものが重要性を帯びてくるのではないかと思っており

ます。それは日本だけではありません。例えば、お隣の

韓国では、つい最近までまったく地震が起きないと言っ

ていたものが、地震が起きて、今突然大騒ぎになってい

るという状態でございます。またつい最近もパリで、ルー

ヴル美術館の本当にすぐ近くまで洪水のような状態に

なっておりますので、世界中でこういった状況が起こっ

ていると。

実際、私も ICOM をはじめとして、色々な国際会議

に出ているのですけれども、例えば ICOM ASPAC と

いうアジア太平洋の委員会があるのですが、そのとき

の テ ー マ が Museum and Water Shortage―― 水 不

足、渇水の問題でした。それからこの間あった ANMA

――Asian National Museums Association と い う

会議がタイのバンコクであったのですが、そのときも

National Museum and Climate Change と、気候変動

と国立博物館というテーマでした。そういう形で、最近

の会議に行くと、必ず防災に関連するものが出てきます。

それは博物館だけでなく、IFLA――図書館の国際会

議でありますとか、ICA――公文書館の国際会議でも、

やはり防災というのが非常に大きなテーマとして取り上

げられてきています。もう恐らくこういった傾向になっ

てきているのだと思います。

その中で感じますのは、日本の蓄積というものが結構、

海外から評価されているということです。去年全く別の

会議で行ったキューバでは、中南米の方々がたくさん集

まっていたのです。やっぱり中南米というのはハリケー

ンだとか、自然災害が盛んに起こっているのですね。そ

うするとその中でぜひ日本の経験を教えてくれというよ

うな声が非常に聞かれました。今こうやって、これまで

行ってきた成果というのは――本当にイタリアの例のよ

うに、われわれが海外に学ばなきゃいけないこともいっ

ぱいあるのですが――、一方でわれわれが成果を還元す

るといいますか、貢献しなければいけないということも

あると思います。ですので、そういう意味で皆さま方の

こういった研究活動というのは日本だけじゃなくて世界

に結び付いているということは、ぜひ認識いただきたい

なというふうに思います。

そう考えると、話にあったかもしれませんけども、も

う来年ですが、来年の９月に ICOM 京都大会というの

があります。そういうところでも、ぜひまた皆さまの研

究の成果を披露してほしいと思います。まだ確定はして

いませんが、2019 年の９月１日から ICOM 京都大会が

始まります。その会議の最中は忙しいので、その前に、

プレミーティング的に ICOM の防災に関する委員会を

京都国立博物館中心にやろうということで今、打ち合わ

せも進んでいます。そういうことであればぜひまた皆さ

ま方にはご参加いただいて、まさに世界の知見を入手し

て、またわれわれの情報を発信するということをやって

いただきたいなというふうに考えております。

それから最後にもう１つだけ。井上さんでしたか、広

報、周知の重要性というお話をしていただきました。言

うまでもなく、この事業は補助金、文化庁の補助金なの

ですね。現状においては国民の税金を使っているので、

この成果をやっぱり返さなきゃいけないと思うのですよ

ね。そういう意味で言うと補助金なので文化庁にお返し

する、すなわち、こういった研究の成果を文化庁に政策

として還元してもらわなきゃ困るわけですよ。

閉会あいさつ

栗原 祐司　　（京都国立博物館副館長）
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ですからわれわれが研究して、個人の研究成果もそれ

はそれで結構なのですが、そこで終わっちゃ駄目で、そ

れをどう国の文化財防災政策として結び付けるかという

ことを、どんどんこれから提言していかなければいけな

いので、だからわれわれの研究の成果というものをどう

やって文化庁、国のほうに知らせて、文化庁だけじゃな

くて財務省、さらには国会議員の方々、政治家の方々に

知ってもらって、文化財防災の重要性というのを多くの

人に知らせるか。それによってどういう形で政策に結び

付けるのかということも今後はしっかり考えていかなけ

ればいけません。何を言いたいかというと、皆さまがやっ

ているということは、それぐらい重要なことだというこ

とでございますので、これから、ぜひまたさらなる発展

を期待したいというふうに思っています。また機構全体

で岡田さんの指導の下に、さらにまた事業が充実するこ

とを期待しておりますので、またこれからも頑張ってい

ただきたいと思います。どうも２日間、ご苦労さまでし

た。お疲れさまでございました。

【司会】それでは２日間、みっしりの内容でしたが大

変ご苦労さまでした。年度末に向けて、まだ２カ月あり

ますけれども、また一息、頑張っていただいて、来年度

さらに頑張るということで、よろしくお願いいたします。

今日はご苦労さまでした。
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